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八
幡
林
遺
跡
等
新
潟
県
内
出
上
の
木
簡

一

は

じ

め

に

発
久
、
的
場
、
緒
立
Ｃ
、
八
幡
林
、
と
新
潟
県
内
の
各
遺
跡
か
ら
注
目
す
べ

き
古
代
木
簡
が
、　
こ
こ
攻
年
相
つ
い
で
出
上
し
た
。　
そ
の
内
容
、　
問
題
点
は

以
下
に
述
べ
る
が
、
そ
の
前
に
こ
れ
ら
最
近
の
発
見
に
つ
い
て
、
以
前
の
出
土

の
場
合
と
比
較
し
今
日
の
状
況
を
認
識
し
て
お
く
こ
と
が
、
木
筒
研
究
の
目
的

の
一
つ
で
も
あ
る
朱
存
の
課
題
か
ら
必
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
ふ
れ
て
お
き

た
い
。

表
１
扱
び
図
１
に
見
る
よ
う
に
新
潟
県
内
の
古
代

。
中
世
木
筒
の
出
土
例
は
、

一
九
九
二
年
七
月
末
現
在
、　
一
一
遺
跡
、
約

一
二
五
点
程
で
あ
る
。

一
九
七
四
年
に
平
林
城
跡
か
ら
出
土
し
た
中
世
木
筒
が
初
出
の
記
録
を
も
つ

が
、
こ
の
調
査

・
検
討
は
今
よ
う
や
く
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
表
１

「参

考
中
世
木
簡
」
の
釈
文
は
そ
の
成
果
の
一
端
で
あ
る
。

古
代
木
筒
の
出
土
は
、　
一
九
八
〇
年
の
曽
根
遺
跡
の
調
査
に
は
じ
ま
る
。
そ

の
折
に
は
木
簡
等
文
字
資
料
の
検
討
は
行
わ
れ
て
い
る
が
、
当
時
の
事
情
か
ら

卜lH'F‖ I1.44林村平林城跡

2.加治川村小島西門跡
3.豊浦町曽根遺跡
4.笹神村発久遺跡
5,新潟市的場遺跡
墨埼町緒立遺跡

6.白根市,弓場屋敷追跡

7.和島村八幡林遺跡
山田郷内追跡

8.出雲崎町寺前遺跡

番場遼跡

II;漏 川

ィJヽ

林

昌
図 1 新潟県内本簡出土遺跡 (1992年3月現在)



表
ｒ
　
新
潟
県
内
古
代
木
簡
出
土
遺
跡

遺
跡
名

・
行
政
区
等

八
幡
林
遺
跡

一
九
九
〇
年

三
島
郡
和
島
村

三
点

概
報

・
報
告
書
等
未
刊

『
木
筒
研
究
』

一
三
号

発
久
遺
跡

一
九
八
八
年

北
蒲
原
郡
雀
神
村

一
六
点

『
発
久
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

（同
村
教
育
委
員
会
　
一
九
九

一

年
）『木
簡
研
究
』

一
一
号

主
な
木
簡
の
内
容

・
形
態

。
型
式

「
郡
司
符

圭胃
海
郷
事
少
丁
高
志
君
大
虫

右
人
其
正
身
率
日
口
」

〔身
ヵ
〕
　
　
符
到
奉
行
火
急
使
高
志
君
五
百
嶋

「
虫
大
郡
向
参
朔
告
司
□
率
申
賜

十
八
日
解
所
請
養
老
×

□
祝
　
沼
垂
城

九
月
十
八
日
主
帳
丈
部
日
□

」

遺
跡

・
遺
物
の
概
要

八
世
紀
前
半
の
官
衝
。
方
約
二
町
の
外

側
区
画
施
設
と
見
ら
れ
る
土
塁
・堀
・板
材

列
。
内
部
施
設
と
し
て
丘
陵
部
に
四
面
庇

建
物
（四
×
七
間

一
棟
）
、
掘
立
柱
建
物
０
一

×
五
聞
な
ど
八
棟
以
上
、
二
ぞ
三
時
期
に

区
分
）
が
あ
り
、
井
戸
、
濡
が
谷
部
に
あ

り
、
木
簡

。
人
形
、
緑
釉
陶
器
、
墨
書
土

器

（「
石
屋
し

が
出
上
し
て
い
る
。
外
側

に
道
路
、
木
道
も
検
出
。

八
世
紀
後
半
を
九
世
紀
代
の
官
衛
様
遺

跡
。
上
下
の
二
層
の
下
層
が
古
代
。
上
層

は
中
世
。
調
査
は

一
一
×
六
〇
ｍ
の
狭
い

範
囲
。
掘
立
柱
建
物
跡
の
一
部
、
堀
状
遺

構
、
小
河
川
跡
を
検
出
。
木
簡

・
題
畿

・

付
札
類

・
斎
串

・
檜
扇

・
由
物
な
ど
木
製
品
多
数
。
転
用
硯
二
九

点
、
墨
書
土
器

一
〇
四
点
を
含
む
。

14)

三
月
朔
戊
辰
日

×
卯
日
　
一ハ
月
朔
丙
申
日
」

ｘ
未
日
　
　
　
　
　
　
　
」

右
米
領
納
如
件

返
抄
　
　
　
　
　
　
」

四

九
月
十
日
磯
部
廣
人
」

〔館
ヵ
〕

ｘ
□
□
国

ｘ

〔物
ヨ

×
回
回
ア
ロ
ロ

ｘ

（異
筆
）

□
食
□

『
口
回
人
人
大
大
回
』

］獣
×
液
×
］

ｏ
二
型
式

（８
）
×
誤
ｘ
〕

ｏ露
型
式

（Ｓ
じ
×
懲
×
∞
　
ｏ
も
型
式

合
μ∪
×
駕
×
卜　
自
ｏ型
式

合
ｅ
ｘ
Ｅ
×
〕

ｏ曽
型
式

含
３
）
ｘ
∞
×
　ヽ
〇驚
型
式

〕毬
ｘ
篤
×
〕

ｏ庫
型
式



八暗林遺跡等新潟県内出土の木簡

4

的
場
遺
跡

一
九
九
〇
年

新
潟
市
小
新
字
的
場

七
点

『
一
九
八
九
年
度
埋
蔵
文
化
財
発

掘
調
査
報
告
書
』

（同
市
教
育
委

員
会
　
一
九
九

一
年
）

『木
簡
研
究
』

一
三
号

緒
立
Ｃ
遺
跡

一
九
九
〇
年

西
蒲
原
郡
黒
埼
町
三
点

（二
点
中
世
）

概
報

・
報
告
書
等
未
刊

『
木
簡
研
究
』

一
三
号

０
　
　
×
□
□
日
Ｈ
日
口
□
状
具
注
謹
ｘ
　
　
　
（μじ
入
Φ∀
子

ｏ∞量
式

「
筋
給
人
分
腱
　
ｍ
‐―‐‐
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ドヽ
じ
ｘ
合
Φ）×
伽　
ｏ岸９
聖
式

独
食
　
狭
食
　
次
食
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（儀
ｙ
］受
『
露
型
式

「□
□
町
九
百
五
十
六
文
【酢
曜
七
〔酸
紹
百
　
×

□
里
一醸
一禅耳
胎
楚
日
日　
　
　
　
×

(2)(1)

・□
□【剛
ヵ〕□
□
□
□
邸
分
一

・
□
□
　
　
□

（３
じ
×
導
×
μｏ　
ｏ３
型
式

一千
三
百
八
十
八
隻

□
□
□
□
（３
∪
×
台
じ
×
い　
ｏ鎌
型
式

「
＜
を
の
小
べ
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｎ賀
μ契
ω
３
塾
式

。
「返

一
醒
六
水
一戸
四
則
二
閥
租
姻
判
　
」

・

。
「
□

□

□

□

一― ―‐ Ｉ

Ｐ

一　
」

∞
μ
∞
×
（∞
∞
〉
×
ド
〇
　
〇
∞
卜
型
式

買
符
篠
）
急
々
如
律
令
」
　
　
　
　
　
　
　
　
ドω貿
卜受
�
Ｆ
型
式

買
符
纂
）
急
々
如
律
令
」
　
　
　
　
　
　
　
　
ド∞受
中契
］
Φ∞∞型
式

八
ぞ

一
〇
世
紀
の
官
衝
、漁
携
・製
塩
基

地
。
八
世
紀
代
総
柱
建
物
群
（五
棟
以
上
）
。

円
面
硯
、
墨
書
土
器

（三
〇
〇
点
以
上
）

帯
金
具
、
和
同
開
菰
二
二
枚
、
檜
扇
、
木

沓
。
漁
具
類
に
浮
子

・
網
針

・
櫂

・
管
状

土
錘

（八
〇
〇
〇
点
以
上
）
、
製
塩
土
器
、

紡
錘
車
、
人
形
、
斎
串
、
鉄
津
、
フ
イ
ゴ

羽
口
な
ど
が
出
土
。

八
ｔ

一
〇
世
紀
代
、
的
場
遺
跡
に
共
通
。

掘
立
柱
建
物
公
一
×
五
間
な
ど
四
棟
）
、
帯

金
具
、
墨
書
土
器
、
和
同
開
珠
、
漁
具
類

多
荻
。
木
簡
に
記
さ
れ
た
大
型
甕
類
の
記

述
に
対
応
す
る
土
器
類
多
数
が
出
土
。
中

世
呪
符
二
点
。
県
内
初
の
人
面
墨
書
土
器

二
点
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１



曽
根
遣
跡

一
九
八
〇
年

北
蒲
原
郡
豊
浦
町
　
　
　
　
四
点

『曽
根
遺
跡
』
Ｉ
・Ｉ
（同
町
教
育

委
員
会
　
一
九
八

一
・
八
二
年
）

『
木
筒
研
究
』
六
号

参
考
　
中
世
木
簡

平
林
城
跡

一
九
七
四
年

岩
船
郡
神
林
村

四
〇
点

『史
跡
平
林
城
跡
録
存
管
理
計
画

書
』

（同
村
教
育
委
員
会
　
一
九

八
三
年
）

馬
場
屋
敷
遺
跡

一
九
八
三
年

白
根
市
庄
瀬

「
佛
固
有
」

「
門
継
損
同
回
匡
合
」

「
井
於
連
□
□
」

未
発
表

①

　

「
善
財
童
子
如
諸
法
」

②
　
　
×
□
□
三
説
真
賞
院
」

③

　

「
□
□
菩
薩
院
」

『
木
簡
研
究
』
七
号

μ心
×
器
×
Ｎ　
ｏ驚
型
式

九
ど

一
〇
世
紀
の
官
衡
様
遺
跡
。
掘
立

柱
建
物
二
五
棟
、
墨
書
土
器
三
四
〇
点
。

「郡
」
「
上
殿
」
な
ど
を
含
む
。
斎
串
、
鉄

滓
、
羽
口
な
ど
も
出
土
。

中
世
色
部
氏
の
居
城
平
林
城
跡
殿
堀
虎

日
の
橋
脚
付
近
Ｄ
ト
レ
ン
チ
、
中
央
橋
脚

付
近
最
下
層
か
ら
出
土
。

正
応
二
（
〓

一八
九
）
年
を
延
慶
三
全

二
一
〇
）
年
に
お
さ
ま
る
紀
年
銘
を
含
む

木
簡

・
木
札
五
二
点
を
含
む
。

14)  (3) (2)  (1)

×  ×

道 千

ドω
Ｏ
×
］
∞
×
Φ
　
Φ
〕輔
型
士
〔

台
３
）
×
μ駕
×
］

Φ解
型
式

］導
×
囀
×
卜　
ｏ毬
型
式

（滋
９
×
島
×
卜　
ｏ路
型
式

ＰΦ
∞
Ｘ
〕卜
×
いヽ
　
Ｏ
Ｐ端
型
↓
ハ



八幡林遺跡等新鴻県内出上の木簡

11       1     10

・

・　
　
　
　
五
二
点

為
馬
場
屋
敷
遺
跡
等
発
翔
調
査
報

告
書
〕

（白
根
市
教
育
委
員
会

一
九
八
三
年
）

小
島
西
遺
跡

一
九
八
三
年
　
ヽ
　

　

　

一

北
蒲
原
郡
加
治
川
村
　
　
　
一
点

番
場
遺
跡
．
　
　
４

一
一
九
八
四
年

三
島
郡
出
雲
崎
町

．寺
前
遺
跡
ぢ　
　
　
．

一
九
八
九
年

．三
島
郡
出
雲
崎
町

山
田
郷
内
遺
跡

一
九
九
〇
年

三
島
郡
和
島
村

二
点

三
点

六
点

『木
筒
研
究
』
八
号

『木
簡
研
究
』
八
号

『木
筒
研
究
』

一
二
号

『木
簡
研
究
』

〓
四
号

八
騰
林
遺
跡
東
側
。
鎌
倉
期
の
呪
符
本

簡
。
人
面
墨
書
礫
■
人
形
、
刀
形
、
舟
形
、

箸
状
木
製
品
が
出
■
。　
　
　
　
　
　
・



赤
外
線
＞
レ
ビ
カ
メ
ラ
に
よ
る
調
査
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
今
よ
う
や
く
行
わ

（Ｉ
）

れ
て

い
る
。

一
九
八
三
年
、
白
根
市
の
馬
場
屋
敷
下
層
遺
跡
か
ら
出
上
し
た
中
世
木
簡
五

二
点
は
、
鎌
倉
時
代
末
の
年
号
の
あ
る
初
の
茅
札
や
呪
符
木
簡
を
豊
富
に
合
ん

で
い
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
赤
外
線
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
に
よ
る
検
討
を
経
て
、
保

存
処
理
が
施
さ
れ
、
現
在
は
処
理
が
終

っ
て
白
根
市
民
俗
資
料
館
に
展
示
さ
れ

て
い
る
。

一
九
七
四
ｉ
八
三
年
を
経
て
、
木
筒
を
扱
う
場
合
の
県
内
の
在
り
方
は
、
豊

か
な
内
容
を
も
つ
中
世
木
簡
群
の
調
査
を
契
機
に
大
き
な
前
進
例
が
示
さ
れ
が
）

と
い
え
よ
う
。
以
後
に
も
中
世
呪
符
木
簡
の
出
土
が
続
く
が
、
次
の
画
期
は
最

初
に
述
べ
た

一
九
八
九
年
か
ら
の
古
代
木
簡
の
発
見
に
よ
る
。

相
つ
い
で
出
土
し
た
古
代
木
簡
は
、
地
域
的
な
特
色
を
示
す
と
共
に
、
古
代

史
の
研
究
に
も
大
き
く
寄
与
す
る
内
容
を
も
ち
、
出
土
遺
跡
の
重
要
性
を
示
し
、

世
論
の
注
目
を
集
め
た
。
な
か
で
も
八
幡
林
木
筒
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
大
き
く
、

木
簡
の
策
存
処
理
の
重
要
性
を
示
し
、
レ
プ
リ
カ
の
作
成
や
展
示
が
速
や
か
に

行
わ
れ
る
状
況
を
も
た
ら
し
た
。
ま
た
過
去
に
調
査
の
行
き
届
か
な
か
っ
た
木

簡
類
に
つ
い
て
も
再
調
査
を
行
う
気
運
を
も
た
ら
し
て
い
病
。）

こ
の
よ
う
に
八
〇
年
代
前
半
の
端
緒
的
研
究
段
階
を
経
て
、
今
は
新
た
な
段

階
を
迎
え
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
新
た
な
段
階
の
特
色
は
、
出
土
し
た
古
代
木

簡
群
の
か
つ
て
な
い
豊
か
な
内
容
に
注
目
す
る
世
論
の
背
景
も
あ
り
、
ま
た
研

究
の
内
容
に
保
存
の
課
題
が
き
わ
め
て
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
箱
ド

こ
の
小
稿
で
は
簡
単
に
ふ
れ
た
右
の
特
色
を
自
覚
し
、
八
幡
林
遺
跡
木
簡
を

中
心
と
す
る
第
二
段
階
出
上
の
古
代
木
筒
を
検
討
す
る
。
こ
れ
ら
に
は
地
域
的

特
色
も
顕
著
で
あ
る
が
、
木
筒
研
究
上
の
課
題
を
い
く
つ
か
提
示
し
て
、
ご
批

判
を
仰
ぎ
た
い
と
思
う
。

二
　
出
土
遺
跡
と
古
代
木
筒

の
検
討

出
土
遺
跡

。
年
代
観

。
出
土
状
況

・
形
状
の
概
略
は
、
表
１
を
参
照
願
い
た

い
。
ま
ず
出
上
の
木
簡
を
記
載
様
式
に
よ
り
分
類
す
る
と
、
不
明
の
も
の
も
少

な
く
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
文
書
木
筒

（八
幡
林
一
・
一一号
、
発
久
二
号
）

②
付
札

。
伝
票

。
記
録
木
簡

（的
場
一
・
三
・
四
号
、
九
号

〔仮
番
号
〕、
緒
立
Ｃ

一
号
）

③
暦
木
簡

（発
久
一
号
）

④
習
書
木
簡

（発
久
五
号
、
的
場
一一号
）

⑤
呪
符
木
簡

（中
世
木
簡
と
見
ら
れ
る
も
の
が
多
数
存
す
る
）

⑥
そ
の
他
不
明
の
も
の

以
上
の
分
類
と
な
る
が
、
木
衛
を
物
と
し
て
見
よ
う
と
す
る
と
、
出
土
遺
跡

の
特
徴
な
ど
か
ら
離
れ
て
は
な
か
な
か
評
価
を
で
き
な
い
点
も
少
な
く
な
い
の

で
、
ま
ず
は
出
土
遺
跡
ご
と
に
検
討
す
る
方
法
を
と
り
た
い
。



０
　
八
幡
林
遺
跡
木
筒

奈
良
時
代
前
半
と
平
安
時
代
前
半
と
の
二
つ
の
時
期
の
遺
構
や
遺
物
か
ら
な

る
八
幡
林
遺
跡
の
性
格
は
ま
だ
決
定
的
で
は
な
い
。
こ
の
遺
跡
の
位
置
や
歴
史

的
環
境
、
遺
跡
の
概
要
等
に
つ
い
て
は
す
で
に
坂
井
秀
弥

。
田
中
靖
氏
に
よ
る

「新
潟
県
八
幡
林
遺
跡
と
出
土
木
師
叶
な
ど
に
詳
し
い
。
し
か
し
こ
こ
で
紹
介

さ
れ
た
内
容
は
、
木
簡
出
土
当
初
の
一
九
九
〇
年
度
に
行
わ
れ
た
五
四
〇
〇
∬

の
調
査
段
階
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
翌
九

一
年
度
に
、
五
ヵ
所
二
四

〇
〇
ド
に
わ
た
っ
て
実
施
さ
れ
た

「遺
跡
発
掘
事
前
総
合
調
査
」
（以
下

「
一
九

九
一
年
度
調
査
」
と
記
す
）
の
成
果
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
Ｅ

九
九

一
年
度
調
査
」
の
報
告
書
は
ま
も
な
く
刊
行
の
予
定
と
聞
い
て
お
り
、
く
わ
し

く
は
こ
れ
に
よ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
が
、
遺
跡
の
性
格
に
関
わ
る
二
点
の
成
果

に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
第

一
は
＾
図
２
の
Ｃ
地
区
よ
り
、
梁
間
二
間
、
桁
行
五
間
に
四
面
庇
の

取
り
つ
く
大
型
建
物

（
一
〇
・
八
×
三
ハ
生
ハ
と

が
検
出
さ
れ
、　
政
庁
風
建
物

と
し
て
、
ま
た
遺
跡
の
格
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

第
二
に
は
、
遺
跡
の
北
西
低
地
部
よ
り
板
塀
列
が
検
出
さ
れ
、
同
じ
北
側
や

東
側
の
丘
陵
上
の
上
塁
や
堀
つ
外
郭
施
設
と
と
も
に
、
方
二
町
を
図
郭
す
る
こ

と
が
推
定
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

九
二
年
度
も
同
じ
目
的
の
調
査
が
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、
現
在
ま
で
の
と
こ

ろ
で
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
奈
良
時
代
前
半
の
時
期
に
、
複
雑
な
丘

陵
や
谷
を
ふ
く
む
お
よ
そ
方
二
町
を
、
丘
陵
上
に
土
塁
や
堀
、
低
地
部
に
は
板

塀
を
も
っ
て
巡
ら
し
、
又
尾
根
上
、
丘
陵
上
に
二
時
期
に
わ
た
る
四
面
庇
建
物

や
大
型
建
物
群
を
配
置
し
、
谷
部
に
丼
戸
が
あ
る
と
い
う
全
貌
を
呈
し
て
い
る
。

木
簡
の
出
土
地
点
は
、
図
２
の
Ａ
地
区
で
あ
る
。
こ
こ
は
丘
陵
上
の
Ｂ
地
区

建
物
群
の
南
西
、
Ｃ
地
区
政
庁
風
建
物
の
北
西
の
谷
に
な
り
、
丘
陵
裾
に
丼
戸

が
あ
り
、
こ
の
付
近
か
ら
流
れ
出
る
幅
約
五
〇
伽
、
深
さ
約
三
〇
甑
の
溝
中
か

ら
、
人
形
や
斎
串
な
ど
の
木
製
品
と
共
に
出
土
し
た
。
こ
の
Ｃ
地
区
の
谷
か
ら

は
須
恵
器

・
土
師
器

。
三
彩
陶
器

・
瓦
な
ど
が
出
上
し
た
。
上
師
器
食
膳
具
の

杯
が
今
池
編
年
Ｉ

。
Ｉ
期
に
該
当
し
、
上
限
が
八
世
紀
の
ご
く
初
頭
ま
で
は
さ

か
の
ば
ら
な
い
程
度
の
時
期
に
当
り
、
下
限
が
中
葉
ま
で
の
も
の
と
す
る
年
代

観
が
与
え
ち
れ
て
い
る
。

八幡林遺跡等新潟県内出上の木簡

図 2 八幡林遺跡遺構配置図



以
上
、
遺
跡
の
概
観
と
木
簡
出
土
地
点
の
様
態
を
ぶ
ま
え
て
木
簡
の
検
討
に

入
り
た
い
。
木
筒
は
三
点
あ
る
が
、　
一
点
は
ま
だ
不
明
な
の
で
二
点
に
つ
い
て

検
討
す
る
。１

　
第

一
号
郡
符
木
簡

文
書
の
郡
符
と
し
て
は
延
暦
十
二
年
二
月
四
日
付
の

「越
前
国
坂
井
郡
符
叶

が
わ
ず
か

一
点
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
郡
符
木
簡
と
し
て
は
兵
庫
県
出
垣
遺
跡
か

ら
二
点
、
長
岡
京
か
ら

一
点

（但
し
、
習
書
、
楽
書
の
類
か
、
と
さ
れ
て
い
る
）
が

（７
）

知
ち
れ
て
い
る
が
、
完
形
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
点
今
回
出
土
の
郡
符
木
簡

は
完
形
の
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
よ
う
。

表
１
に
釈
文
を
掲
げ
た
が
、
写
真
は

『
木
簡
研
究
』

一
言
一号

（
一
九
九
一
年

一
一
月
刊
二

一
〇
頁
を
ご
参
照
願
い
た
い
。

一
本
木
簡
は
、
表
の
ニ
カ
所
に
お
い
て
左
か
ら
右
下
方
斜
め
に
刃
物
を
入
れ
て

折
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
三
つ
の
断
簡

（前
述
の
溝
中
か
ら
近
接
し
て
出
土
）
か
ら
な

り
、
こ
れ
が
見
事
に
接
合
し
、
五
八

・
五
伽
の
長
大
な
、
ほ
と
ん
ど
完
形
の
郡

符
亦
簡
と
し
て
復
元
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
の
右
端
下
半
部
に
少

し
欠
損
が
あ
り
、
ま
た
表
の
下
方
表
面
に
劣
化
が
あ
る
な
ど
、
正
確
な
釈
読
を

困
難
に
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
以
下
に
釈
文
の
理
解
に
つ
い
て
三
点
を
指
摘

し
、
こ
れ
ら
と
関
連
す
る
文
意
や
様
式
論
の
問
題
を
検
討
す
る
。

第

一
は
、
表
の

「□
丁
」
と
あ
る
第

一
字
目
の
文
字
は
、

「力
」
や

「
乃
」

の
文
字
に
も
似
て
い
る
点
は
あ
る
が
、
筆
順
、
筆
勢
に
問
題
が
あ
り
、
『
五
皓

字
類
』
の

「少
」
字
に
引
用
さ
れ
て
い
る
王
義
之
や
王
厭
之
の
事
例
が
近
似
し

て
い
る
の
で

「少
」
字
と
判
断
し
て
、
こ
こ
で
は

「少
丁
」
と
理
解
し
た
。
こ

れ
は
ま
た
書
風
理
解
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
で
も
あ
ろ
う
。

第
二
は
、
一暴
面
で
墨
痕
が
薄
く
な
っ
て
い
る
た
め
に
判
読
困
難
な
六
宇
目
の

文
字
に
つ
い
て
で
あ
る
。
芳
に

「月
」
が
読
め
、
七
宇
目
が

「告
」
と
見
ら
れ

る
こ
と
、
ま
た
同
木
簡
に

「大
虫
」
と
し
、
ま
た

「虫
大
」
と
あ
り
、　
一
般
に

は

「参
向
」

と
あ
る
も
の
が

「向
参
」

と
記
さ
れ
る
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、

「告
朔
」
と
あ
る
べ
き
も
の
が

「朔
告
」
に
な
っ
て
い
る
と
解
し

「朔
」
の
文

字
を
推
定
し
、
ご
く
薄
く
な
っ
て
い
る
残
画
と
対
応
さ
せ
、
矛
盾
が
な
い
こ
と

を
も
っ
て

「朔
」
字
に
し
た
。
文
意
と
の
関
係
か
ら
も
、
九
月
十
八
日
の
日
付

に
合
致
す
る
。

第
三
は
、
裏
面
の
一
〇
字
日
で
あ
る
。
釈
文
と
し
て
は

， 肋
〕
と
し
て
い
る

が
、
そ
れ
は
身
と
し
た
場
合
の
三
画
目
の
下
半
と
七
画
目
と
が
不
明
で
あ
る
た

め
、
「自
」
の
文
字
と
区
別
で
き
な
い
、
と
の
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
文
字
の
直
上

が
切
断
面
と
な
る
た
め
に
劣
化
し
て
お
り
、
ま
た
文
字
の
間
隔
の
点
か
ら

「身
」

字
の
下
半
分
が
欠
損
し
た
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
た
点
で
あ
る
。

次
に
文
意
理
解
に
直
結
す
る
文
章
の
読
み
の
問
題
に
移
り
た
い
。

一異
面
三
文
字
目
以
後
を
、
「郡
に
向
参
し
」
と
す
る
か
、
「郡
よ
り
朔
告
司
に

向
参
し
」
と
す
る
か
、
あ
る
い
は

「郡
よ
り
朔
告
に
向
参
せ
よ
」
と
し
て

「司
」

を
別
に
下
の
語
に
つ
な
げ
て
読
む
か
、
読
み
方
が
分
か
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
当

然

ヽ
司
」

以
下
の

「申
賜
」
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
関
連
す
る
。　
ま
ず
こ
の

「申
賜
」
を
「受
命
者
ま
た
は
命
令
執
行
の
対
象
者

（第
三
者
）
へ
の
尊
敬
表
現
」
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で
あ
る
と
し
て

「郡
に
向
参
し
、
朔
告
司
に
□
を
率
い
て
申
し
賜

へ
」
と
読
む

三
上
喜
孝
氏
の
考
病
ざ
接
し
た
が
、
宣
命
に
見
ら
れ
る

「申
賜
」
の
事
例
を
検

討
し
て
お
り
説
得
的
で
あ
る
。
ま
た
田
中
卓
氏
の
考
え
も
同
様
で
あ
柄
ド
従

っ

て
、
申
し
賜

へ
と
命
じ
て
い
る
の
は
郡
司
で
あ
り
、
命
令
執
行
は
高
志
君
大
虫

で
い
そ
の
執
行
の
対
象
者

（第
三
者
）
は
国
司
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
郡
司
が
尊

敬
表
現
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
国
司
に
申
し
上
げ
よ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
理
解
は
、
高
志
君
大
虫
に
む
か
っ
て
上
申
を
命
じ
た
そ
の
上
申
の
相
手
が
、

命
令
者
の
郡
司
よ
り
上
位
の
国
司
で
あ
る
と
無
理
な
く
解
釈
で
き
る
点
に
メ
リ

ッ
ト
が
あ
る
。
他
方
、
従
来
文
献
上
に

「告
朔
」
、
Ｚ
口
朔
儀
」
の
用
語
例
は
知

ら
れ
て
い
る
が
ぃ
こ
れ
を

「告
朔
司
」
と
か

「朔
告
司
」
と
か
表
現
す
る
用
例

は
未
見
で
あ

っ
て
、

だ
口
朔
司
」

と
は

一
体
何
を
指
す
の
か
新
た
な
疑
問
も
生

じ
る
デ
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。
私
見
で
は
な
お
そ
の
点
に
固
執
し
、

「郡
よ
り
朔

告
に
向
参
せ
よ
」
と
し
て

「朔
告
」
で
文
章
を
切
り
、

「
司
」
を
下
の
語
旬
と

つ
な
い
で

「司
い
身
を
率

へ
よ
、
と
申
し
賜
ふ
」
と
す
る
理
解
を
し
て
お
き
た

い
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
表
に
お
い
て

「右
人
其
正
身
率
日
日
」
と
あ
る
。

〔身
３

そ
し
て
一異
面
に
お
い
て
も

「□
率
」
と
同
じ
文
言
が
何
故
か
三
度
に
わ
た
っ
て

記
述
さ
れ
て
い
る
。
表
面
は
郡
符
と
し
て
の
郡
司
の
命
令
、
裏
面
の
そ
れ
は
郡

司
の
命
令
を
裏
づ
け
る
国
司
の
命
令
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
理
解
は
分
れ
る
が
、
国
司
に
申
上
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
国
司

に
中
上
の
命
を
う
け
た
こ
と
な
ど
高
志
君
大
虫
が
国
衝
の
告
朔
に
参
上
す
る
こ

と
の
命
を
う
け
た
理
解
に
相
違
は
な
い
。
こ
の
点
が
木
筒
の
出
土
地
の
理
解
に

関
連
す
る
。

次
に
前
後
が
逆
に
な
っ
た
が
、
表
の

「郡
司
符
　
圭目
海
郷
事
少
丁
高
志
君
大

虫
」
に
つ
い
て
、

「郡
司
符
す
る
青
海
郷
の
事
、
少
丁
高
志
君
大
虫
」
と
読
む

か
、

「郡
司
符
す
、
青
海
郷
に
事
え
る
少
丁
高
志
君
大
虫
」
と
読
む
か
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
郡
司
符
が
青
海
郷
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
の
か
、
少
丁
高
志
君
大
虫

な
る
個
人
宛
に
発
せ
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
な
り
、
郷
の
性
格
の
理
解

（１０
）

に
関
連
す
る
。
後
者
の
読
み
は
、
一異
面
な
ど
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
な
和
文

風
の
読
み
方
か
ら
不
可
能
で
は
な
い
に
し
て
も
、
公
式
令
符
式
の
様
式
と
明
ら

か
に
相
違
す
る
。
他
の
部
分
で
あ
れ
ば
判
定
し
か
ね
る
問
題
に
な
る
と
し
て
も
、

符
式
の
事
書
の
部
分
を
曲
げ
て
理
解
す
る
に
は
他
に
理
由
が
必
要
と
さ
れ
よ
う
。

そ
の
点
で
こ
れ
は
前
者
の
事
書
の
読
み
と
し
て
お
く
こ
と
が
妥
当
と
判
断
す
る
。

た
だ
し
、
青
海
郷
事
と
は
何
�
）
更
に
問
題
が
残
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。

以
上
の
釈
文
と
読
解
上
の
問
題
を
ふ
ま
え
て
、
木
簡
の
移
動
と
機
能
の
問
題

に
つ
い
て
以
下
で
検
討
す
る
。

（‐２
）

本
木
簡
は
、
望
目
海
郷
」

に
向
け
て
発
せ
ら
れ
た
蒲
原
郡
の
郡
司
符
で
あ
る

が
、
出
上
の
八
幡
林
遺
跡
は
古
代
の
古
志
郡
に
位
置
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、

な
ぜ
古
志
郡
か
ら
そ
う
し
た
木
筒
が
出
土
し
た
の
か

一
つ
の
問
題
で
あ
る
。
五

八

・
五
銀
の
長
大
な
形
態
と
と
も
に
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
出
土
地
点
が
古
代
の
古
志
郡
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
検
討
す
る
。

『
続
日
本
紀
』

大
宝
二
年
三
月
甲
申
条
に

「分
二
越
中
国
四
郡
一属
ユ
越
後



国
と

と
あ
る
そ
の
四
郡
と
は
、
『延
喜
式
』
や

『
和
名
抄
』
に
見
ら
れ
る
三
島

郡
が
貞
観
式
で
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
備
げ
、
残
る
頸
城
、
古
志
、
魚
沼
、

蒲
原
の
各
郡
が
該
当
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。
図
３
は
、
近
世
初
頭
の
地
図
に

お
け
る
蒲
原
郡
と
古
志
郡
と
の
郡
堺
が
、
信
濃
川
の
中
ほ
ど
に
お
か
れ
て
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
元
禄
十
三
年

（
一
七
〇
〇
）
の
越
後
国
蒲
原
郡

。

岩
船
郡
絵
図
に
も
同
様
に
確
認
さ
れ
、
近
世
中
期
に
さ
か
の
ぼ
る
。
し
か
し
こ

れ
を
直
ち
に
古
代
の
郡
堺
に
比
定
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
た
だ

『
出
雲
国

風
上
記
』
に
お
い
て
は
表
２
で
見
る
よ
う
に
、
佐
太
川
、
伊
農
川
、
宇
加
川
、

出
雲
大
川
、
温
泉
川
な
ど
の
大
中
河
川
が
郡
の
堺
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目

さ
れ
る
。
こ
の
天
平
五
年
の
年
紀
を
有
す
る

『
出
雲
国
風
上
記
』
の
記
す
郡
堺

は
い
つ
ど
の
よ
う
に
成
立
し
た
の
か
、
各
々
個
別
の
研
究
を
必
要
と
し
よ
う
が
、

そ
れ
で
も
天
武
十
二
隼
十
二
月
の

「諸
国
境
堺
を
限
分
け
る
」
こ
と
な
ど
を
画

期
に
、
以
後
さ
ら
に
そ
の
下
部
の
評
の
区
分
、
郡
の
成
立
が
進
行
し
、
共
通
す

る
指
標
に
よ
る
郡
の
区
画
が
進
め
ら
れ
た
可
能
性
も
大
き
い
の
で
、
大
中
河
川

を
郡
境
と
す
る

『
出
雲
国
風
土
記
』
の
傾
向
は
、
独
り
出
雲
国
の
特
色
と
い
う

よ
り
も
郡
堺
設
定
の
有
力
な
指
標
の
一
つ
で
あ

っ
た
結
果
と
も
見
ら
れ
る
。

い
ま
近
世
の
蒲
原
郡
と
古
志
郡
と
の
郡
堺
が
信
濃
川
に
お
か
れ
て
い
た
と
い

う
事
実
は
、
古
代
か
ら
の
郡
境
で
あ
る
可
能
性
の
高
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
実
証
自
体
は
、
固
有
の
検
証
を
必
要
と
す
る
が
、
今
は
推
定
古
志
郡
内
の

遺
跡
か
ら
、
隣
郡
蒲
原
郡
司
が
所
管
の
青
海
郷
に
宛
て
た
符
木
筒
が
出
土
し
た

と
仮
定
し
て
お
き
た
い
。

表
２
　
出
雲
国
風
上
記
に
見
え
る
郡
界

意
宇
郡

嶋
根
郡

秋
鹿
郡

国
東
堺

大
原
郡
堺

出
雲
郡
堺

嶋
根
郡
堺

意
宇
郡
堺

秋
鹿
郡
堺

嶋
根
郡
堺

楯
縫
郡
堺

手
間
劃

林
垣
峯

佐
雑
埼

朝
酌
渡

朝
酌
渡

佐
太
橋

佐
太
橋

伊
農
橋

○ ∨  ○

(1

図 3 元禄13年の蒲原郡堺
(新発田市立図書館所蔵 元禄13年
「越後国岩船郡蒲原郡絵図」より作

成)

〔三
構
郡

（八
揺
林
遺
跡
ま
当
地
点
）
●
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さ
て
、
符
式
で
は
符
の
持
参
人
の
名
前
を
書
く
規
定
が
あ
り
、
そ
の
持
参
人

に
よ
り
符
は
移
動
す
る
わ
け
で
あ
り
、
符
木
筒
の
移
動
も
珍
ら
し
い
も
の
で
は

な
い
。
こ
の
郡
符
木
筒
に
は

「火
急
使
」
と
さ
れ
た
持
参
人
の
高
志
君
五
百
嶋

の
名
前
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
人
物
が
木
簡
を
高
志
君
大
虫
に
届
け
た
と
い

う
事
実
の
レ
ベ
ル
で
は
木
筒
は
当
然
に
移
動
し
た
。
問
題
は
そ
の
先
で
あ
り
、

「
召
文
」
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
な

「向
参
」
や

「正
身
率
」
の
文
言
が
あ

り
、
木
筒
の
充
所
の
郷
に
、

あ
る
い
は
高
志
君
大
虫
に
対
し
て

「朔
告
」

に

「向
参
」
せ
よ
と
命
じ
て
い
る
。

木
簡
は
、　
そ
の
命
に
従

っ
た
大
虫
に
所
持

さ
れ
、
彼
の
行
動
と
共
に
移
動
し
た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
の
問
題

で
あ
る
。
命
令
受
領
後
に
木
簡
を
も
っ
て
行
動
を
す
る
こ
と
は
、
中
央
官
庁
の

「
召
文
」
木
簡
が
官
門
の
通
行
証
の
機
能
を
有
す
る
な
ど
の
指
摘
か
ち
知
ら
れ

（‐４
）

て
い
る
が
、
地
方
の
場
合
に
は
官
門
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
全
く
同
じ
に

理
解
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

さ
て
、
文
書
木
簡
の
移
や
荷
札
木
筒
の
中
に
、
三
〇
を
四
〇
帥
の
大
き
な
短

冊
型
の
木
簡
は
あ
る
が
、
五
〇
飢
を
超
え
る
大
形
の
木
簡
は
見
当
ら
な
い
。
五

〇
伽
を
超
え
る
長
大
木
筒
の
例
は
、
こ
れ
ま
で
に

一
〇
例
程
度
を
数
え
①
告
知

札
、
②
倉
札
、
③
荘
園
記
録
衝
、
④
過
所
の
四
種
が
知
ら
れ
て
き
た
が
、
今
こ

こ
に
五
種
日
の
郡
符
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
う
ち
に
①
を
③
は
木

筒
の
移
動
を
当
然
と
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
④
の
過
所
は
、
人
の
移
動

に
伴
い
、
関
な
ど
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
を
通
過
で
き
る
よ
う
証
明
す
る
機
能

を
も
つ
。
平
城
官
下
層
の
下
ツ
道
側
溝
か
ら
出
上
し
た
有
名
な
阿
伎
里
の
大
五

楯
縫
郡

出
雲
郡

神
門
郡

飯
石
郡

仁
多
郡

大
原
郡

秋
鹿
郡
堺

出
雲
郡
堺

意
宇
郡
堺

神
門
郡
堺

大
原
郡
堺

楯
縫
郡
堺

出
雲
郡
堺

飯
石
郡
堺

石
見
国
堺

大
原
郡
堺

仁
多
郡
堺

神
門
郡
堺

備
後
国
堺

大
原
郡
堺

伯
者
国
堺

備
後
国
堺

意
宇
郡
堺

仁
多
郡
堺

飯
石
郡
堺

出
雲
郡
堺

伊
農
川

宇
加
川

佐
雑
村

出
雲
大
河

多
義
村

宇
加
川

出
雲
大
川

堀
坂
山

。
与
曽
紀
村

多
伎
伎
山

・
権
劃

斐
伊
川

温
泉
川

与
曽
紀
村

。
堀
坂
山

荒
鹿
坂

。
常
劃

幸
谷
村

阿
志
蹴
縁
山

遊
紀
山

林
垣
坂

辛
谷
村

斐
伊
川

多
義
村

（
〉
印
は
重
出
）



・
八
伽
の
長
大
な
過
所
木
簡
に
、
五
八

。
五
伽
の
本
木
簡
の
長
大
な
形
態
が
類

似
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

過
所
木
簡
が
な
ぜ
長
大
な
形
態
を
有
す
る
の
か
、
単
な
る
衛
門
の
通
行
証
で

あ
れ
ば

「
召
文
」
木
簡
の
よ
う
に
長
大
な
形
態
を
と
ら
な
ぐ
て
き
す
む
は
ず
で

あ
る
。
こ
の
長
大
な
形
態
が
何
ら
か
の
機
能
を
も
つ
も
の
で
あ
れ
ば
、
当
時
の

交
通
支
配
、
住
民
支
配
の
あ
り
方
な
ど
に
関
連
し
て
い
く
こ
と
と
な
ろ
う
。

阿
伎
里
木
筒
は
、
文
面
か
ら
過
所
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
の

木
簡
は
紛
れ
も
な
い
郡
司
符
木
衛
で
あ
り
（
過
所
木
簡
で
は
な
い
。
そ
の
点
で

は

「
召
文
」
木
簡
も
同
様
に
過
所
で
は
な
い
。
し
か
し

「召
文
」
木
筒
に
使
用

さ
れ
る

「向
参
」
の
用
語
を
使
用
し
、
過
所
木
筒
に
み
る
長
大
な
形
態
と
同
じ

こ
の
木
筒
は
、
両
者
に
相
通
じ
る
通
行
証
と
し
て
の
機
能
を
も
っ
た
こ
と
に
間

違
い
が
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
前
提
に
た
っ
て
蒲
原
郡
西
方
の
古
志
郡

へ
の
木
筒
の
移
動
と
廃
棄
、

そ
し
て
出
上
を
考
え
て
み
る
。

命
を
う
け
た
高
志
君
大
虫
が
参
向
す
べ
き
告
朔
は
、
す
で
に
検
討
し
た
よ
う

に
蒲
原
郡
行
で
は
な
く
、
国
行
の
そ
れ
で
あ
り
、
郡
西
方

へ
の
移
動
は
日
行
の

方
向
を
示
す
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
越
後
国
府
の
所
在
は
、
今
日
に
い
た

る
も
明
ら
か
で
な
く
、
『
和
名
抄
』
の
頸
城
郡
条
に
お
け
る
国
府
所
在
記
載
が
こ

れ
ま
で
唯

一
の
手
懸
り
で
あ

っ
た
。
大
宝
二
年
三
月
の
越
中
国
四
郡
を
越
後
目

に
属
け
る
以
前
の
越
後
国
の
国
府
は
、
そ
の
国
域
が
阿
賀
野
川
以
北
と
推
定
さ

れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
磐
舟
柵
修
築
記
事
に
関
連
し
て
同
柵
所
在
説
が
有
力
で
あ

っ
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
の
後
に
、
い
つ
国
府
が
頸
城
郡
に
移

っ
た
の
か
、
和

銅
五
年
の
出
羽
国
の
成
立
を
契
機
に
求
め
る
所
説
な
ど
も
あ
る
癌
ヾ
こ
れ
ま
で

不
明
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
疑
間
に
た
い
し
て
、
こ
の
木
簡
は
年
次
を
欠

く
が
、
後
述
の
二
号
木
筒
と
ほ
ぼ
同
じ
養
老
年
間
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
国
府

は
す
で
に
古
志
郡
以
西
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

出
土
遺
跡
が
前
述
の
よ
う
な
特
色
を
も
ち
、
と
う
て
い
国
衛
と
い
え
る
構
造

を
な
し
て
い
る
と
い
え
な
い
以
上
、
木
筒
が
こ
こ
で
廃
棄
さ
れ
た
と
し
て
も
、

こ
こ
を
目
的
に
高
志
君
大
虫
が
や
っ
て
来
た
と
は
い
え
な
い
。
こ
こ
を
通
過
し
、

更
に
西
に
行
き
、
目
的
を
果
し
て
、
そ
の
帰
路
に
木
衛
を
収
納
さ
れ
、
廃
棄
さ

れ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

次
に
木
簡
の
廃
乗
の
さ
れ
方
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
の
木
筒
の
表
の
切
断

部
と
墨
書
部
分
に
注
意
す
る
と
、

「青
海
郷
」
と

「少
丁
」
と
の
間
、
そ
し
て

「大
虫
」
と

「右
人
」
と
の
間
に
、
左
上
か
ら
右
下
に
か
け
て
刃
物
で
切
れ
目

を
入
れ
て
切
断
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
の
切
断
部
が
、
文
書
形
式
に
お
け
る

行
換
え
の
部
分
に
該
当
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
再
利
用
の
形
跡

の
な
い
こ
の
木
筒
の
切
断

・
廃
棄
に
は
、
文
書
を
扱
う
刀
筆
の
支
が
関
与
し
た

可
能
性
が
高
く
、
従

っ
て
本
遺
跡
の
施
設
に
は
、
書
記
官
が
配
置
さ
れ
て
い
た

と
推
定
さ
れ
、
政
庁
風
四
面
庇
建
物
の
存
在
か
ら
も
裏
づ
け
ら
れ
る
。
さ
て
周

知
の
よ
う
に
文
書
木
簡
に
は
、
文
書
の
行
換
え
な
ど
が
意
識
さ
れ
る
が
、
本
木

簡
執
筆
者
の
郡
主
帳
丈
部
某
は
、
行
換
え
ご
と
に
文
字
の
位
置
を
少
し
づ
つ
左

に
ず
ら
し
て
書
き
進
め
て
い
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
執
筆
さ
れ
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る
文
書
木
簡
に
つ
い
て
も
、
文
書
を
扱
う
刀
筆
の
支
が
廃
乗
に
当

っ
て
も
同
様

に
文
書
上
の
行
換
え
を
意
識
し
て
廃
棄
し
た
可
能
性
を
示
す
も
の
と
し
て
興
味

深
い
。
こ
う
し
た
木
簡
の

「作
法
」
が
偶
然
に
そ
の
廃
乗
に
及
ん
だ
も
の
か
、

刀
筆
の
支
の
マ
ナ
ー
で
あ

っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
廃
乗
に
関
し
何
ら
か
の
規
則

的
な
も
の
が
あ

っ
た
の
か
、
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
様
式
論
の
点
か
ら
検
討
し
た
い
。

早
川
庄
八
氏
は

「公
式
様
文
書
と
文
書
木
簡
」
に
お
い
て
符
の
様
式
上
の
共

通
性
を
三
点
指
摘
し
て
い
続
．
そ
の
三
点
目
の
、
符
式
や
符
木
筒
で
発
給
者
の

位
署
が
本
文
の
次
、
日
付
の
前
に
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
点
が
本
木
簡
で
は
異

な
り
、
逆
に
発
給
者
の
位
署
が
本
文
、
持
参
人
、
日
付
に
つ
い
で
最
後
と
な
っ

猟
卜
る
。
こ
れ
は
早
川
氏
が
掲
げ
ら
れ
た
符
の
共
通
性
の
指
標
か
ら
外
れ
て
お

り
、
符
の
系
列
に
氏
が
整
理
さ
れ
た

「
召
文
」
と
異
な
る
方
の

「召
文
」
に
様

式
上

一
致
す
る
。
ま
た
、
同
氏
の

『
宣
旨
試
訥
」

第
三
章
の

「日
且
』
と

『
宣

』屋
」
に
お
い
て
、
宣
旨
が
方
法

・
様
式
も
不
明
、
「宣
ノ
旨
」
に
は
じ
ま
り
、

せ
い
ぜ
い
天
平
九
年
に
初
見
す
る
、
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本
木
簡
は
、

「申

賜
」
と
あ

っ
て

「宣
ノ
旨
」
に
近
似
し
、
様
式
上
は

「召
文
」
に
該
当
す
る
符

で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
新
た
な
検
討
を
必
要
と
す
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
れ
が

「宣
ノ
旨
」
に
つ
ら
な
る
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
天
平
九

年
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
た
、

「申
賜
」
の
主
体
が
部
外
、

上
司
の

国
司
で
、
そ
の
命
令
者
の
言
を
下
達
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
に

否
定
で
き
な
い
の
で
あ
柄
．

以
上
で

一
号
木
簡
の
検
討
を
お
わ
り
、
二
号
木
簡
の
検
討
に
移
る
ゃ

２
　
第
二
号

「
沼
垂
城
」
木
簡

本
木
簡
は
上
端
と
下
端
が
欠
損
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「沼
垂
城
」

の
文
字
や
養
老
の
年
号
と
み
ら
れ
る
文
字
が
残
存
し
た
貴
重
な
も
の
で
あ
る
∈

以
下
に
釈
文
と
問
題
点
に
つ
い
て
三
点
指
摘
し
た
い
。

ま
ず
、
こ
の
第
二
号
木
衝
は
、

「解
」
の
文
字
が
あ
り
、
欠
損
が
大
き
い
け

れ
ど
も

一
応
文
書
木
筒
の

「符
」
と
考
え
た
。
木
街
の
表
裏
を
こ
れ
に
よ
っ
て

推
定
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

第
二
に
、
そ
の
表
の

「養
□
」
の
二
字
目
の
文
字
に
つ
い
て
、
第
五
画
計
の

墨
痕
か
ら

「老
」
と
判
断
し
、
ま
た
年
号
と
解
し
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「養
物
」
や

「養
料
」
、
「養
米
」
な
ど
で
は
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
符
の
文
章

を
た
ど
っ
て
次
の
よ
う
に
理
解
し
た
。

「
二
八
日
の
解
を

（も
っ
て
）
請
う
所
の
養
老

（□
年
料
こ
」

こ
う
理
解
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、

「養
老
」

を
年
号
と
解
し
た
わ
け
で
あ
る

が
、
こ
の
こ
と
は

一
号
木
筒
に
お
け
る

「青
海
郷
」
や

「少
丁
」
の
記
載
、
土

器
の
年
代
観

（八
世
紀
前
半
で
初
頭
に
は
さ
か
の
ぼ
ら
な
い
）
等
に
反
し
な
い
こ
と

に
も
よ
っ
て
い
る
。

第
三
は
、　
木
簡
一異
面
の

「□
祝
　
沼
垂
城
」

と
あ
る
よ
う
に
、

「祝
」

と

「沼
垂
城
」
と
の
間
に
や
や
間
隔
が
あ
る
。
従

っ
て

「国
祝
」
で
区
切
ら
れ
る

と
見
る
。
「□
祝
」
が
人
名
か
神
職
名
か
問
題
で
あ
る
が
、
「祝
」
字
で
終
わ
る

古
代
人
名
が
未
見
で
あ
る
た
め
に
後
者
と
考
え
て
い
る
。
ま
た

「沼
垂
城
」
に



続
く
部
分
や

「□
祝
」
字
以
前
の
部
分
を
ど
う
理
解
で
き
る
か
の
推
測
を
遵
し

く
さ
せ
る
点
で
あ
る
。

城
柵
名
と
し
て
は
初
見
の

「沼
垂
城
」
の
文
字
や
こ
れ
の
存
在
時
期
と
し
て

の
養
老
年
号
と
見
ら
れ
る
文
字
を
記
し
た
二
号
木
簡
は
、
『
日
本
書
紀
』

大
化

三
年
条
や
斉
明
四
年
条
の

「淳
足
柵
」
、
「威
奈
大
村
墓
誌
銘
」
に
お
け
る
慶
雲

二
年

。
四
年
の

「越
後
城
」
、
「越
城
」
の
実
在
感
を
高
顔
）
こ
れ
ら
の
八
世
紀

へ
の
継
続
と
展
開
を
示
し
た
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
そ
し
て
一
号
木
簡
と

と
も
に
、
こ
れ
ま
で
よ
く
分
ら
な
か
っ
た
越
後
地
域
の
政
治
的

。
軍
事
的
な
支

配
シ
ス
テ
ム
が
、
八
世
紀
前
半
に
お
い
て
丘
陵
部
を
複
雑
に
土
塁

・
堀
で
と
り

囲
ん
だ
八
幡
林
遺
跡
の
施
設
な
ど
を
越
後
平
野
の
周
辺
部
に
配
置
し
て

「沼
垂

城
」
が
機
能
を
し
つ
づ
け
て
い
た
様
子
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
意
義

は
き
わ
め
て
大
き
い
。

以
上
で
八
幡
林
遺
跡
木
筒
の
検
討
を
終
る
。
な
お
釈
文
未
定

。
不
男
な
木
簡

が

一
点
存
在
す
る
が
、
後
日
を
期
し
た
い
。

①
　
発
久
遺
跡
木
簡

こ
の
遺
跡
の
木
簡
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て
お
噺
）
そ

こ
に
私
見
の
一
端
を
提
示
し
て
い
る
の
で
簡
潔
に
記
し
た
い
。

発
久
遺
跡
は
図
１
の
位
置
に
あ
り
、
道
路
改
良
工
事
の
事
前
調
査
と
し
て
約

五
四
〇
ポ
を
発
掘
調
査
し
、
上
層

・
下
層
の
二
つ
の
層
か
ら
堀
状
遺
構
、
桁
行

五
間
の
建
物
遺
構
の
一
部
と
と
も
に
、
整
理
用
コ
ン
テ
ナ
に
し
て
土
器
類
六
〇

箱
、
木
器

。
木
製
品

一
〇
〇
箱
な
ど
大
量
の
遺
物
が
出
土
し
た
。
下
層
の
８
号

土
坑

（Ｈ
５
Ｂ
ｌ
号
）
な
ど
か
ら
、
木
器
や
木
製
品
、
須
恵
器
や
土
師
器
な
ど
と

共
に
木
簡
が
出
上
し
た
。
こ
の
下
層
の
須
恵
器
の
杯
類
は
八
世
紀
後
半
を
九
世

紀
に
か
け
て
の
も
の
と
さ
れ
、
重

・
甕
類
を
八
世
紀
の
も
の
と
す
る
年
代
観
が

示
さ
れ
て
い
る
。
転
用
硯
二
九
点
、
墨
書
土
器

一
〇
四
点
が
含
ま
れ
て
い
る
他
、

下
層
出
土
の
大
量
の
木
製
品
に
は
、
木
簡
の
ほ
か
に
題
観
様
木
製
品
、
指
札
状

木
製
品
、
付
札
状
木
製
品
、
斎
串
等
が
含
ま
れ
て
お
り
、
官
衡
的
様
相
を
示
し

（２２
）

て

い
る
。

１
　
第

一
号
暦
木
簡

こ
の
木
衝
は
上
端
が
欠
損
し
て
い
る
が
、
下
端
部
は
現
状
の
ま
ま
で
あ
る
。

墨
書
は
表
裏
に
あ
る
が
、
裏
面
は
墨
痕
が
上
端
破
損
部
右
側
の
上
端
部
に
わ
ず

か
に
見
ら
れ
、　
肉
眼
で
は
判
読
の
難
し
い
状
態
で
あ

っ
た
。　
表
面
は
右
側
に

「
二
月
朔
日
戊
辰
」
、
左
側
に

「六
月
朔
日
丙
申
」
と
並
び
記
さ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
裏
面
の
わ
ず
か
な
墨
痕
が
何
と
か

「未
日
」
と
読
む
こ
と
が
で
き
た

が
、
釈
文
担
当
の
平
川
南
氏
は
、
そ
の
墨
痕
の
位
置
か
ら
次
の
様
に
推
定
し
た
。

三
月
朔
日
と
六
月
朔
日
の
並
列
記
載
は
、
右
側
が

一
ぞ
三
月
、
左
側
が
四
ト

六
月
と
ぁ
っ
た
と
推
理
し
、
そ
の
三
月
朔
日
と
六
月
朔
日
の
千
支
が
合
う
年
次

を
検
索
し
、
延
暦
十
四
年

（七
九
五
）
と
貞
元
元
年

（九
七
一◇
を
得
た
。
酎
題
は

そ
の
次
で
あ
る
が
、
氏
は
墨
痕
の
裏
面
に
お
け
る
位
置
か
ら
、
裏
面
が
表
面
と

異
な
っ
て
、
七
ｉ
九
月
の
右
側
と
十
ｉ
十
二
月
の
左
側
と
が
表
面
の
月
の
記
載

の
位
置
よ
り
も
上
っ
た
所
か
ら
書
き
出
さ
れ
た
こ
と
、
そ
の
た
め
に
右
側
、
左



側
も
と
も
に
末
尾
の
九
月
、
十
二
月
が
上
に
上
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
し
か
し

右
側
の
九
月
の
部
分
が
、
左
の
十
二
月
と
異
っ
て
下
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
七

―
九
月
の
間
に
関
月
が
狭
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
と
し
、
二
つ
の
年
次
の
う
ち
で

閏
七
月
の
あ
る
延
暦
十
四
年
が
妥
当
す
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
こ
れ
を
裏
づ
け

る
よ
う
に
九
月
朔
日
は
乙
未
日
で
あ
り
、
表
の
左
上
端
の
墨
痕
に
対
応
す
る
五

月
朔
日
は
丁
卯
日
で
あ
り
、
見
事
に
合
致
す
る
結
果
と
な
っ
た
。

こ
の
卓
見
に
よ
っ
て
釈
文
が
確
定
し
、
具
注
の
な
い
本
邦
初
の
古
代
に
お
け

る
暦
と
し
て
注
目
さ
れ
艤
．
こ
の
種
の
暦
が
、
文
書
行
政
に
お
い
て
広
く
必
要

で
あ
る
と
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
前
掲
の
八
暗
林
遺
跡
第

一
号
木

簡
で
は
、
九
月
二
八
日
に
郡
司
が
火
急
の
使
い
を
も
っ
て
、
国
府
の
一
〇
月

一

日
の
告
朔
に
参
向
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
そ
の
場
合
、
九
月
が
大
の
月
か
小
の

月
か
に
よ
っ
て

一
日
の
差
が
生
じ
る
。
命
令
の
正
し
い
遂
行
を
期
待
す
る
た
め

に
は
命
令
の
受
命
者
に
お
い
て
月
の
大
小
が
当
然
分
か
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
が
、
文
面
中
に
月
の
大
小
や
千
支
に
関
す
る
こ
と
が
見
ら
れ
な

い
の
で
、
当
然
に
分
か
っ
て
い
た
と
察
せ
ら
れ
る
。
そ
の
月
の
朔
日
の
千
支
が

記
さ
れ
た
本
木
筒
の
よ
う
な
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
の
命
令
の
日
付
を
間
違
わ
ず

に
遂
行
で
き
た
と
推
定
さ
れ
る
。

具
注
暦
の
頒
布
は
、
郡
ま
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
郡
よ
り
下
の
郷
や
そ
の
他

の
機
関
な
ど
に
ど
の
よ
う
な
暦
が
い
か
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
こ
れ
ま
で

あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
こ
の
暦
木
簡
は
そ
う
し
た
役
割
を
も
つ

も
の
の
一
種
と
解
す
る
と
う
ま
く
説
明
が
つ
く
が
、
そ
う
し
た
類
例
が
他
に
出

土
し
た
り
し
て
い
な
い
こ
と
に
問
題
が
残
る
。
ま
た
従
来
知
ら
れ
て
い
た
暦
が

全
て
具
注
暦
で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
り
、
古
代
の
暦
観
に
は
具
注
暦
を
離
れ
た
見

方
を
こ
れ
ま
で
想
定
で
き
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
大
同
二
年
九
月
二
八

日
、
虚
伝
、
妄
告
を
理
由
に
平
城
天
皇
の
詔
勅
に
よ
っ
て
暦
の
具
注
を
廃
上
し

た
記
事
が
あ
り
、
三
年
後
の
薬
子
の
乱
の
直
後
の
弘
仁
元
年
九
月
二
八
日
に
公

痢
奏
議
に
よ
っ
て
、
具
注
が
人
倫
と
国
家
の
大
事
の
依
り
ど
こ
ろ
と
し
て
復
活

さ
れ
た
経
過
艤
）
改
め
て
本
木
簡
の
使
用
の
如
何
と
あ
わ
せ
て
検
討
し
て
み
る

必
要
が
あ
る
。

２
　
第
二
号
返
抄
木
簡

「返
抄
」
の
文
字
も
鮮
や
か
な
文
書
木
簡
で
あ
る
が
、
上
端
が
欠
損
し
て
い

る
。
公
式
令
に
は
返
抄
独
自
の
文
書
形
式
は
な
い
が
、
天
平
勝
宝
三
年
八
月

一

（２６
）

日

「龍
蓋
寺
返
抄
」
が
牒
で
あ
り
、
天
平
宝
字
六
年
間
十
二
月
十
八
日
造
石
山

（２７
）

院
所
の
租
米
検
納
の
返
抄

（た
だ
し
返
抄
の
文
字
は
な
い
）
も
牒
で
あ
る
。
こ
の
返

抄
木
簡
が
ど
の
よ
う
な
文
書
形
式
を
踏
襲
し
た
も
の
か
考
え
て
み
る
と
、
前
掲

牒
の
形
式
、
ま
た
公
式
令
牒
式
条
に
残
存
し
た
部
分
が
矛
盾
な
く
、
文
書
形
式

は
牒
に
よ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
理
解
に
立

っ
て
牒
の
形
式
に
則

っ
た
文
書
木
簡
と
し
て
、
本
木
簡
を
み
て
み
る
と
、
上
端
欠
損
部
の
表
に
は
、

授
受
し
た
機
関
の
名
称
、
徴
収
し
た
税
日
、
米
の
数
量
が
あ
り
、
一暴
に
は
年
号

。
年
次
が
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
て
く
る
。
欠
損
が
情
ま
れ
る
と
と

も
に
、
遺
跡
の
重
要
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

次
に
釈
文
日
付
は
、
肉
眼
で
は
殆
ん
ど
読
み
と
れ
な
い
状
態
で
あ

っ
た
が
、

八購林遺跡等新潟県内出上の木簡
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赤
外
線
装
置
で
は

っ
き
り
と
見
え
、　
確
認
で
き
た
も
の
で
あ
る
。　
こ
こ
で
は

「十
日
」
と
い
っ
た
ん
書
い
て
、
後
か
ら
そ
の
右
芳
に

「
四
」
の
数
字
を
書
き

加
え
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
れ
が
同

一
人
９
訂
正
で
あ
る
か
ど
う
か
な
お
確

認
の
作
業
が
必
要
で
あ
る
が
、
書
い
た
当
人
の
訂
正
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
見
事

な
草
字
混
り
の
文
字
を
記
せ
る
刀
筆
の
支
と
し
て
、
な
ぜ
削

っ
て
訂
正
を
し
な

か
っ
た
か
、
な
ど
問
題
が
あ
る
。

磯
部
廣
人
の
氏
族
名
は
、
越
後
に
顕
著
な
点
で
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は

（
２８
）

省
略
し
た
い
。

３
　
そ
の
他
の
木
簡
等

第
五
号
木
簡
は
、
下
端
が
欠
損
し
、
異
筆
の
習
書
部
分
は
あ
る
が
、

□

『日
日
日
国
人
人
大
大
□
』
×
」
と
、
饗
食
と
読
め
そ
う
な
部
分
の
あ
る
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
。
次
に
検
討
す
る
的
場
遺
跡
第
二
号
木
簡
の

「狭
食
」
と
と

も
に
、
陸
奥

。
出
羽

。
越
後
国
司
の
職
掌
規
定
に
あ
る
蝦
夷

へ
の
饗
給
に
関
わ

る
可
能
性
が
あ
る
。
地
域
の
特
色
を
示
す
ヽ
の
と
し
て
興
味
深
い
。
こ
の
他
に
、

議

騨

習

と
読
め
そ

つゝ
全

写

木
簡
、

前

陀
回
国

と
読
め
そ
】つ
な
四
号

（２９
）

木
筒
が
あ
る
。

他
に
付
札
状
木
製
品
が
出
上
し
て
い
る
こ
と
を
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。

０
　
的
場
遺
跡
木
筒

図
１
及
び
図
４
の
よ
う
に
、
的
場
遺
跡
と
次
に
と
り
あ
げ
る
緒
立
Ｃ
遺
跡
と

は
近
接
す
る
位
置
に
あ
り
、
大
量
の
漁
具
を
伴
う
官
行
的
出
土
物
の
様
子
か
ら

共
通
す
る
特
徴
を
も
ち
、　
一
体
の
遺
跡
か
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。

的
場
遺
跡
の
概
要
に
つ
い
て
は

『
一
九
八
九
年
度
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報

告
書
』
に
詳
し
い
。
こ
こ
で
は
木
衝
の
内
容
に
も
関
わ
る
点
に
つ
い
て
簡
単
に

ぶ
れ
て
お
き
た
い
。

信
濃
川
の
河
口
に
近
い
下
流
蛇
行
地
帯
に
当
た
り
、
海
岸
砂
丘
に
流
路
を
ぶ

〔饗
力
〕

「□
食

図 4 的場・緒立遺跡位置図



さ
が
れ
た
河
川
が
蛇
行
を
く
り
か
え
し
た
跡
の
自
然
堤
防
上
に
立
地
し
、
河
川

の
蛇
行
が
現
代
ま
で
残
し
た
的
場
潟
に
接
し
て
遺
跡
が
あ
る
。

区
画
整
理
事
業
に
伴
い
、　
一
九
八
九

・
九
〇
年
度
の
両
年
度
に
わ
た
り
、
四

五
三
〇
ド
の
発
掘
調
査
が
行
わ
れ
た
。
遺
構
は
二
間
×
四
間
、
二
間
Ⅸ
三
間
の

東
西
棟
の
大
型
総
柱
建
物
や
柵
列
が
検
出
さ
れ
た
。
発
掘
区
を
越
え
た
東
側
に

も
大
型
総
柱
建
物
が
広
が
る
。

上
器
は
八
世
紀
前
半
を

一
〇
世
紀
代
に
及
ぶ
年
代
幅
を
も
つ
も
の
が
出
上
し

（３‐
）

て
い
る
。

「酒
居
」

や
人
名
な
ど
を
記
し
た
墨
書
土
器
三
〇
〇
点
以
上
を
合
ん

で
い
る
が
、
遺
跡
の
性
格
を
示
唆
す
る
墨
書
は
な
い
。
漁
具
類
は
土
錘
や
浮
子

な
ど
大
量
に
出
土
し
て
い
る
。
浮
子
は
、
現
在
の
鮭
漁
で
使
用
し
て
い
る
も
の

に
酷
似
し
て
い
る
。
人
形
や
斎
串
な
ど
の
祭
祀
物
、
鋳
帯
、
大
刀
金
具
、
木
沓
、

檜
扇
、
和
同
開
弥

０
一〇
枚
一醇
一
な
ど
官
行
的
出
土
遺
物
が
顕
著
で
あ
る
。

１
　
第

一
号

「鮭
」
付
札
状
木
衝

こ
の
木
筒
は
、
下
端
部
が
欠
損
し
、
中
程
表
面
が
損
耗
し
て
墨
痕
が
殆
ん
ど

残
っ
て
い
ず
、
上
端
の
部
分
が
少
々
焼
け
焦
げ
て
い
る
。
赤
外
線
写
真
で
は
明

瞭
で
あ
る
が
、
肉
眼
で
は
焼
け
焦
げ
の
煤
の
た
め

「鮭
」
の
文
字
が
か
ろ
う
じ

て
見
え
た
だ
け
で
あ

っ
た
。
表
面
の
損
耗
を
見
る
と
焼
け
焦
げ
の
煤
が
付
着
し

た
部
分
が
損
耗
を
免
れ
て
墨
痕
が
残
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
一異
面
左
側
が
削
り

取
ら
れ
て
い
る
が
墨
痕
は
認
め
ら
れ
な
い
。

こ
れ
が
中
央
貢
進
の
調
や
贄
の
付
札
で
な
い
こ
と
は
、
国
宅
以
下
の
記
載
が

な
く
、
「核
人
鮭
」
に
始
ま
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
『
延
喜
式
』
主
計
上

の
越
後
国
に
は
調

・
庸
に
鮭
の
品
目
が
あ
る
。
こ
れ
が
い
つ
頃
か
ら
の
品
日
か

問
題
は
残
る
が
、
次
の
四
号
木
簡
の

「
・
・
・
分
」
と
あ
る
も
の
を
参
考
に
し
、

官
行
的
様
相
を
も
つ
遺
跡
の
特
色
を
考
慮
す
る
と
、
個
人
別
の
鮭
の
漁
獲
や
漁

獲
量
に
関
わ
り
、
鮭
漁
の
管
理
、
あ
る
い
は
そ
の
租
税
勘
検
に
関
連
す
る
も
の

と
み
ら
れ
、
そ
う
し
た
付
札
類
と
見
て
お
き
た
い
。

な
お
、
整
理
作
業
中
に
付
札
状
木
筒
が

一
点
発
見
さ
れ
た
。
〇
三
三
形
式
で

あ
る
。
『
木
簡
研
究
』

一
三
号
に
紹
介
で
き
て
い
な
い
も
の
な
の
で
、　
こ
こ
に

写
真
を
掲
げ
て
示
し
て
お
き
た
い
。
釈
文
は

「
を
の
小

へ
」
、　
つ
ま
り
魚
の
贄

の
意
味
と
考
え
ら
れ
る
。

２
　
第
二

・
第
四
号
記
録
、
伝
票
木
簡

い
ま

一
号
木
簡
を
租
税
勘
検
の
付
札
と
推
定
し
た
が
、
第
四
号
木
簡
も
あ
る

い
は
そ
う
し
た
も
の
の
可
能
性
が
あ
る
。
上

。
下
端
、
左
右
側
面
欠
損
の
木
簡

で
あ
る
。

「隻
」
の
文
字
は
魚
類
の
数
量
、

そ
れ
も
尾

・
匹
と
同
様
の
数
を
表

わ
す
も
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
こ
で
の
魚
類
と
し
て
は
鮭
の
可
能
性
が
高
い
。
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な
Ｌ
、
天
平
八
年
の
平
城
宮
木
簡
に
「鮭
五
隻
直
百
文
…
…
鴨
四
羽
直
百
文
」
と

す
る
も
の
が
あ
り
、
都
で
の
鮭
の
値
段
が
分
か
り
興
味
深
い
。
「分
」
の

「分
」

は
、
後
の
魚
の
数
の
記
述
に
続
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
区
分
に
用
い
ら

れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
み
て
、
記
録

・
伝
票
木
簡
と
し
た
。

第
三
号
木
簡
は
、

断
面
が
三
角
形
の
材
で
下
端
が
欠
損
し
て
い
る
。

「□
回

町
九
百
五
十
六
文
…
…
」
と
あ
る
後
者
の
九
百
五
十
六
文
は
銭
貨
の
単
位
に
間

違
い
な
い
と
見
ら
れ
る
が
、
前
者
の

「
町
」
は

一
体
何
か
、
ま
た
両
者
の
関
連

（３４
）

は
何
を
意
味
す
る
も
の
か
、
全
く
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
何
ら
か
の
記
録

・

伝
票
類
と
す
る
こ
と
に
大
き
な
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

３
　
第
二
号

「秋
食
」
習
書
木
簡

断
面
が
三
角
形
の
材
で
、
上

。
下
端
、
右
側
面
の
一
部
が
欠
損
す
る
形
状
を

呈
し
、
こ
こ
に
習
書
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
東
の
夷
に
対
す
る
北
の
夷
を
「秋
」

と
称
し
、
『
延
喜
主
税
式
』
地
子
条
の

「出
羽
秋
禄
」
の
用
例
な
ど
か
ら
、
越

後
国
司
の
職
掌
の

「饗
給
」
に
関
わ
る
用
語
の
習
書
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る

用
語
を
習
書
す
る
書
生
層
の
存
在
を
推
測
さ
せ
る
。

①
　
緒
立
Ｃ
遺
跡
木
簡

緒
立
Ｃ
遺
跡
は
、
古
墳
時
代
前
期
の
葺
石
を
も
つ
直
径
三
〇
ｍ
の
円
墳
の
あ

る
Ａ
遺
跡
、
古
墳

。
奈
良

。
平
安
時
代
の
住
居
址
を
検
出
し
た
Ｂ
遺
跡
と
と
も

に
、
こ
れ
ら
の
東
側
、
的
場
遺
跡
の
方
向
に
広
が
る
地
帯
に
あ
る
。
八
九

。
九

〇
年
度
に
わ
た
り
、
四
五
〇
〇
だ
が
、
土
地
区
画
整
理
事
業
の
た
め
に
発
掘
調

査
さ
れ
た
。

遺
跡
か
ら
は
、
柱
間
三
ｍ
以
上
の
桁
行
二
間

。
梁
間
三
ぞ
五
間
の
総
柱
の
倉

庫
と
推
定
さ
れ
る
掘
立
柱
建
物
が
四
棟
検
出
さ
れ
て
い
る
。
奈
良

。
平
安
時
代

の
も
の
で
あ
る
が
、
的
場
遺
跡
と
共
通
し
た
土
器
の
様
相
と
、
鉾
帯
、
墨
書
土

器
、
和
同
開
弥
、
漁
具
類
が
出
上
し
、
時
期
と
と
も
に
官
衛
的
様
相
が
類
似
し

て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
県
内
初
の
人
面
墨
書
土
器
二
点
が
出
上
し
て
い
る
。

木
簡
は
、
中
世
土
坑
群
か
ら
呪
符
木
簡
が
二
点
出
土
し
た
他
に
、
奈
良

。
平

安
時
代
の
建
物
北
の
砂
丘
斜
面
裾
か
ら
水
辺
祭
祀
を
思
わ
せ
る
木
製
品
の
斎
串
、

箸
状
木
製
品
、
琴
柱
、
曲
物
、
下
駄
な
ど
と
共
に
一
点
出
土
し
た
。

木
簡
釈
文
に
も
あ
る
と
お
り
、
薩
、
醒
、
水
戸
、
酒
杯
な
ど
の
大
型
甕
類
や

酒
杯
な
ど
の
各
々
の
数
が
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
物
品
を
請

求
し
た
木
衛
で
あ
る
と
解
釈
し
て
い
続
．
な
お
、
出
土
土
器
類
に
は
、
大
型
の

甕
類
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
木
簡
記
載
の
土
器
類
と
の
対
応
が
注
目
さ
れ
る
。

①
　
曽
根
遺
跡
木
簡

こ
の
遺
跡
に
つ
い
て
は

『曽
根
遺
跡
』
隠

（）
一
九
八
一
年
）、
『曽
根
遺
跡
』
防
）

全

九
八
二
年
）
の
二
冊
の
報
告
書
が
あ
り
、　
こ
こ
で
は
ご
く
簡
潔
に
述
べ
る
に

と
ど
め
た
い
。

こ
の
遺
跡
は
、
阿
賀
川
が
蛇
行
し
形
成
さ
れ
た
福
島
潟
湖
岸
に
、
九
世
紀
ぞ

一
〇
世
紀
の
二
世
紀
間
に
営
ま
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
二

五
棟
の
掘
立
柱
建
物
が
検
出
さ
れ
て
い
る
が
、
報
告
書
の
図
か
ら
判
断
し
て
三
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期
に
及
ぶ
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
大
き
な
も
の
は
二
間
×
四
間
に
及
ぶ
も
の

も
あ
る
が
、
二
間
×
二
間
、
二
間
×
三
間
の
規
模
の
建
物
が
中
心
で
あ
る
。
柱

間
の
実
測
の
記
録
が
明
ら
か
で
な
い
が
、
柱
穴
の
大
き
さ
に
つ
い
て
は
、
第

一

六
号
棟
で

一
ｍ
前
後
と
な
っ
て
い
て
二
間
×
三
間
の
建
物
と
し
て
は
や
や
注
目

さ
れ
る
。

建
物
の
様
相
か
ら
た
だ
ち
に
官
衛
風
と
の
性
格
の
指
摘
を
行
う
こ
と
は
困
難

で
あ
る
が
、
檜
扇
、
斎
串
な
ど
と
共
に
四
点
の
木
簡
、
木
簡
様
の
木
製
品
、
土

器
類
に
お
け
る
円
面
硯
や
墨
書
土
器
三
四
〇
点
が
出
土
し
て
お
り
、
と
く
に
土

器
の
墨
書
に

「郡
」
の
文
字
の
あ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。

ｔ
う
し
て
報
告
書
で
は
郡
衛
の
可
能
性
を
云
々
す
る
こ
と
に
ふ
れ
な
が
ら
、
津

な
ど
の
施
設
の
方
向
で
、
こ
の
遺
跡
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
追
跡
の
木
簡
四
点
は
、
表
１
の
よ
う
に
釈
文
が
す
で
に
与
え
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
各
々
の
意
味
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
い
又
形
態
上
か
ら
も

分
類
で
き
る
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
こ
と
も
あ

っ
て
、　
一
九
九

一
年
度
に
、
改

め
て
赤
外
線
テ
レ
ビ
に
よ
る
判
読
と
写
真
撮
影
を
行

っ
た
が
、
墨
痕
の
劣
化
が

予
想
以
上
に
進
ん
で
お
り
、
新
た
な
知
見
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と

を
こ
こ
に
報
告
し
て
お
き
た
い
。

以
上
、
八
幡
林

。
発
久

・
的
場

・
緒
立
Ｃ
・
曽
根
遺
跡
の
各
出
土
木
簡
に
つ

い
て
検
討
し
つ
つ
、
各
六
の
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
い
ず
れ
も
交
通

的
背
景
、
生
産
上
の
背
景
を
も
ち
な
が
ち
も
官
衝
的
様
相
を
呈
す
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
節
を
か
え
て
こ
れ
ら
の
意
味
を
考
え
、
課
題
を
示
し
た
い
。

三
一　
お
　
わ
　
り
　
に
―
十
二
・
三
の
課
題
―
―

一
九
八
〇
年
に
刊
行
さ
れ
た

『新
潟
県
史
』
の
資
料
篇
１
、
原
始

・
古
代
に

は
、
刊
行
が
木
簡
発
見
の
時
期
よ
り
早
い
こ
と
も
あ
り
、
木
簡
編
も
墨
書
土
器

編
も
な
い
。
こ
の
刊
行
と
相
前
後
し
て
発
見
さ
れ
た
曽
根
遺
跡
の
木
簡
は
遺
跡

と
の
関
連
を
示
し
た
り
、
ま
た
他
の
歴
史
的
内
容
を
示
唆
す
る
ほ
ど
の
内
容
が

伴
わ
ず
、
そ
れ
ほ
ど
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、　
一
九
八
九
年
以
降

の
発
久

・
的
場

・
緒
立
Ｃ
、
そ
し
て
八
幡
林
遺
跡
の
各
木
筒
は
、
そ
れ
ぞ
れ
遺

跡
の
性
格
を
示
唆
し
、
遺
構
、
遺
物
と
結
び
つ
い
て
、
そ
の
文
宇
資
料
と
し
て

の
卓
越
し
た
雄
弁
さ
を
示
し
て
注
目
さ
れ
た
。
前
節
に
記
し
た
よ
う
に
、
文
書

木
簡
、
付
札

・
伝
票

。
記
録
木
衝
、
暦
木
簡
、
習
書
木
筒
な
ど
の
古
代
木
筒
は
、

い
ず
れ
も
他
の
遺
構
、
遺
物
と
結
び
つ
い
て
、
行
政
的
内
容
を
物
語

っ
て
い
る
。

遺
構
の
性
格
を
決
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
何
ら
か
の
官
衝
的

施
設
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
中
で
も
初
見
の

「沼
垂
城
」
を
記
し
、

養
老
年
号
を
伴
う
と
考
え
ら
れ
る
八
幡
林
第
二
号
木
簡
は
、

「沼
垂
城
」

の
存

在
と
活
動
と
を
明
示
し
た
。
そ
し
て
第

一
号
木
簡
と
共
に
、
八
幡
林
遺
跡
が
、

国
衛
に
向
う
官
道
上
に
位
置
し
て
通
行
者
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、
用
命
の
木
筒
が
そ

の
チ
ェ
ッ
ク
つ
対
象
と
な
り
、
帰
路
で
用
済
み
の
そ
れ
は
収
納
さ
れ
、
廃
棄
さ

れ
る
と
い
う
関
的
な
機
能
を
こ
こ
で
果
し
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
た
。



こ
こ
に
お
け
る
関
的
機
能
（
遺
構
と
し
て
の
四
面
庇
の
大
型
建
物
、
土
塁
や

堀
な
ど
政
治
的

。
軍
事
的
性
質
を
も
つ
本
遺
跡
が
、
信
濃
川
河
口
付
近
に
存
在

し
活
動
し
て
い
る
沼
垂
城
と
密
接
し
て
越
後
地
域
の
統
治
機
能
を
担

っ
て
い
た

こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。

こ
れ
ま
で
の
生
産
遺
跡
の
研
究
に
よ
っ
て
、
越
後
地
域
は
八
世
紀
に
入
る
と
、

急
に
鉄

・
須
恵
器

。
塩
の
生
産
が
開
始
さ
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
こ
れ
ら
の
産
地
間
を
結
ぶ
交
通
路
と
し
て
信
濃

。
阿
賀
野
等
の
河
川
や

こ
れ
ら
が
形
成
し
た
広
大
な
湖
沼
を
つ
な
ぐ
内
水
面
の
水
運
が
注
目
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
を
介
し
て
沼
垂
城
と
八
幡
林
遺
跡
施
設
と
が
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
は

切
ら
か
で
あ
ろ
う
。

時
間
的
差
を
有
し
な
が
ら
も
的
場
潟
湖
岸
の
的
場

。
緒
立
Ｃ
遺
跡
、
福
島
潟

湖
岸
の
曽
根
遺
跡
、
そ
の
東
方
に
狭
い
面
積
に
も
か
か
わ
ら
ず
溝
状
遺
構
を
伴

っ
た
発
久
遺
跡
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
内
水
面
に
つ
な
が
る
交
通
の
便
宜

を
前
提
に
、
各
々
の
生
産
的
機
能
を
管
理
し
た
り
、
物
品
を
扱
う
記
録
、
伝
票
、

付
札
木
簡
や
暦
、
習
書
木
簡
を
出
上
し
た
。
官
衝
的
機
能
の
施
設
が
、
安
定
し

た
内
水
面
交
通
に
結
ば
れ
て
展
開
し
て
い
る
様
相
は
、
遺
構

。
遺
物
と

一
体
に

検
出
さ
れ
た
木
簡

・
墨
書
土
器
な
ど
の
出
土
文
字
資
料
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
明

ら
か
に
な
っ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
が
、
最
近
に
お
け
る
新
潟
県
内
出
土

の
木
簡
の
端
的
な
特
徴
で
あ
る
。

そ
う
し
た
場
合
、
く
り
か
え
し
に
な
る
が
、
移
動
し
、
チ
ェ
ッ
ク
さ
れ
、
収

納

。
廃
棄
さ
れ
る
長
大
木
筒
の
機
能
を
は
じ
め
、
初
見
の
暦
木
簡
な
ど
木
簡
自

体
の
新
た
な
研
究
課
題
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、

「饗
食
」
や

「狭
食
」
な
ど
の
越
後
国
司
の
職
掌
と
見
ら
れ
る

饗
給
に
関
わ
る
機
能
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
遂
行
さ
れ
て
い
た
の
か
、
或
は
、

「
を
の
容

へ
」
と

『
延
喜
式
』
の
鮭
の
調
庸
品
日
と
の
関
係
は
ど
う
か
、

あ
る

い
は
鮭
漁
の
支
配
や
管
理
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
の
か
、
従

っ
て
雑
令
国
内

条
の

「
山
川
藪
沢
之
利
、
公
私
共
之
」
は
ど
う
関
連
し
て
い
た
の
か
等

々
、
越

後
地
域
史
と
古
代
史
に
と

っ
て
興
味
深
い
課
題
に
も
及
ぶ
。

以
上
、
八
幡
林
遺
跡
出
土
の
木
簡
を
中
心
に
し
な
が
ら
、
近
年
出
上
の
新
潟

県
内
の
古
代
木
簡
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
し
か
し
検
討
し
残
し
て
い
る
こ
と
も

少
な
く
な
く
、
ま
た
不
十
分
で
誤
り
も
多
い
こ
と
と
思
う
。
大
方
の
ご
批
判
、

ご
教
示
を
乞
う
次
第
で
あ
る
「

註（１
）

一
九
九
一
年
九
月
、
九
二
年
三
月
の
両
度
に
わ
た
り
、
平
林
城
跡
木
簡
、
曽
恨

遺
跡
木
簡
な
ど
の
以
前
出
上
の
木
簡
に
つ
い
て
、
新
潟
県
教
育
委
員
会
坂
井
秀
弥

氏
と
と
も
に
各
教
育
委
員
会
か
ら
借
用
し
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
平
川
南
氏
の

許
で
、
熊
田
亮
介
氏

（現
秋
田
大
学
）
と
調
査
に
当
っ
た
。
そ
の
成
果
の
一
部
は
、

表
１
の
釈
文
と
し
て
示
し
て
お
い
た
。

（２
）

白
根
市
に
お
け
る
初
め
て
の
遺
跡
発
掘
調
査
で
あ
っ
た
。
年
次
の
明
ら
か
な
木

簡
、
「
か
や
の
ふ
た
」
類
、
多
種
多
様
な
呪
符
木
簡
な
ど
五
二
点
が
出
土
し
、
画

期
的
な
も
の
と
な
っ
た
。
調
査
担
当
者
の
川
上
貞
雄
氏
や
故
中
野
豊
任
氏
ら
の
ご

尽
力
と
市
教
育
委
員
会
の
積
極
的
対
応
に
よ
る
。

（３
）

注
（１
）。

（４
）

八
幡
林
遺
跡
の
性
格
に
つ
い
て
、
出
土
木
簡
の
機
能
を
中
心
と
し
た
理
解
か
ら



八幡林遺跡等新潟県内出上の木簡

重
要
な
側
面
が
照
射
さ
れ
た
。
ま
た
的
場
遺
跡
も
釈
文
か
ら
鮭
漁
の
管
理
施
設
と

し
て
の
官
衝
的
側
面
を
切
ら
か
に
し
て
遺
跡
の
重
要
性
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
。
い
ず

れ
も
保
存
の
課
題
を
抱
え
て
い
る
。

（５
）
　

『
日
本
歴
史
』
五
二
一
号
、　
一
九
九

一
年

一
〇
月
。
こ
の
他
に
金
子
拓
男

「
和

島
村
八
艦
林
遺
跡
に
つ
い
て

（速
報
と

（『郷
土
新
潟
』

〓
〓

号
、　
一
九
九

一
年

三
月
）
が
あ
る
。

（６
）
　

『
平
安
遺
文
』

一
三
号
。

（７
）

鬼
頭
清
明

「
長
岡
京
木
簡
に
み
え
る
郡
符
に

つ
い
て
」

翁
長
岡
京
古
文
化
論

叢
』
同
朋
舎
、　
一
九
八
六
年
）。

（８
）

氏
の
未
発
表
の
考
え
を
こ
こ
に
紹
介
す
る
こ
と
は
如
何
か
と
も
考
え
た
が
、　
一

九
九
二
年
七
月
の
東
京
大
学
国
史
学
研
究
室
旅
行
の
事
前
学
習
会
レ
ジ
ュ
メ
と
し

て
、
日
頭
発
表
の
立
派
な
レ
ジ
ュ
メ
を
頂
戴
し
た
の
で
、
こ
こ
に
謝
意
を
表
し
て

紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

（９
）
　

弓
郡
司
符
』

と
木
簡

（新
潟
県

・
八
幡
林
遺
跡
）
と
告
朔
儀
」

翁
史
料
』

一

一
六
号
、　
一
九
九

一
年

一
二
月
）
。

氏
は
、　
こ
こ
で
本
木
簡
の
読
み
と
解
釈
に
つ

い
て
具
体
的
な
提
言
を
し
て
い
る
。
要
約
す
る
と
、
郷
長
に
大
虫
を
率
い
て
郡
に

出
頭
せ
よ
、
と
の
表
の
文
言
に
対
し
て
、
一異
面
に
は
大
虫
に
つ
い
て
は
郡
よ
り
国

府
の
告
朔
司
に
参
向
す
る
際
に
本
人
を

一
緒
に
連
れ
て
行
っ
て
報
告
を
申
し
上
げ

さ
せ
よ
、
と
の
意
味
に
解
し
た
い
と
し
、
具
体
的
目
的
と
し
て
大
虫
の
戸
内
の
不

矧

秋
抑
期
鮮
脚
‐こ 告
つ
盤

胡

奪

菱

ェ曳

〔
帰
従

斃

い
る
郭
解

同
様
の
訓
み
を
提
示
し
て
い
る
。
文
章
の
訓
み
の
妥
当
な
点
を
認
め
ら
れ
る
が
、

本
文
で
も
記
し
た
様
に
告
朔
司
と
あ
る
文
言
な
ど
問
題
が
あ
る
の
で
、
な
お
各
位

の
ご
検
討

・
ご
教
示
を
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
具
体
的
目
的
の
理
解
は
大
変
参
考

に
な
っ
た
が
、
報
告
を
す
べ
き
は
郷
長
で
あ
ろ
う
。
「
正
身
率
」

と
あ
る
よ
う
に

本
人
自
身
の
出
頭
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
、
又
、
火
急
使
を
も
っ
て
命
じ
て
い
る

こ
と
、
こ
れ
ら
と
整
合
す
る
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
で
、
な
お

検
討
を
要
す
る
と
こ
ろ
と
考
え
る
。

（１０
）

注
（
７
）
論
文
お
よ
び
平
川
南
氏
の
指
摘
で
は
、
郡
符
の
充
所
に
里
長
と
あ
る
が
、

名
前
の
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
を
向
け
、
充
所
が
下
級
の
行
政
単
位
の
里

長
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
こ
の
郡
司
符
木
簡
で
は
そ
の
充
所
が
明

記
さ
れ
て
い
な
い
点
に
問
題
が
残
る
。
事
書
が

「
青
海
郷
事
」
で
充
所
は
青
海
郷

司
と
あ
る
べ
き
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
木
簡
に
は
、
「
大
虫
」
を

「虫
大
」
、
「参

向
」
を

「向
参
」
、
疋
［
朔
」
を

「
朔
告
」
を
三
カ
所
逆
に
書
い
て
お
り
、
又
、
火

急
使
に
よ
っ
て
命
令
を
伝
達
す
る
な
ど
慌
し
い
様
子
が
う
か
が
わ
れ
、
こ
れ
が
文

章
の
脱
漏
に
つ
な
が
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
充
所
を

「
青
海
郷
司
」
と
考
え
る
と
、

続
く
事
書
が

「
青
海
郷
事
」
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
可
能
性
は
小
さ
く
な
い
。

省
略
と
考
え
ら
れ
る
が
、
文
書
形
式
か
ら
考
え
難
い
の
で
、
今
は
そ
う
し
た
可
能

性
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
た
い
。

（Ｈ
）

注
（
９
）
に
田
中
卓
氏
の
考
え
を
紹
介
し
た
よ
う
に
、
こ
の
意
味
も
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
高
志
君
氏
は
、
「
西
大
寺
資
財
流
記
帳
」
の
神
護
景
雲
三
年
の
日
図

に
お
い
て
越
後
国
頸
城
郡
大
領
高
志
公
船
長
の
名
前
が
知
ら
れ
て
お
り
、
越
後
国

郡
領
氏
族
で
あ
る
。
こ
の
点
を
抜
き
に
し
て
考
え
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
今

は
具
体
的
提
案
は
な
い
。

（・２
）

『
倭
名
類
乗
抄
』
蒲
原
郡
条
に

「
青
海
」

（阿
乎
美

〔高
本
〕
、
安
乎
美

【刊

本
）

郷
が
あ
り
、
蒲
原
郡
司
符
と
見
て
誤
り
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
青
海
」
郷
の
地

は
、
現
在
も
青
海
神
社
の
あ
る
加
茂
市
周
辺
と
考
え
ら
れ
る
。

青
海
神
社
は
、

『
延
喜
式
』
神
祗
紳
名
下

「
蒲
原
郡
十
三
座
杖
一
理
座
」
の
最
初
に

「
青
海
神
社
三

座
」
と
あ
る
。

加
茂
市
の
青
海
神
社
は
そ
の
う
ち
の
一
座
と
し
て
よ
い
。　
し
か

し
、
現
新
潟
市
蒲
原
地
区
に
あ
る
蒲
原
神
社
所
蔵
の
「享
保
二
十
年
神
社
御
改
帳
」

に
、

「此
神
先
年
之
社

ハ
金
八
山
申
て
青
海
之
社
八
ツ
之
山
七
ツ
之
谷

二
置
之
…

…
」
「
加
茂
之
明
神
と
五
社
宮

（蒲
原
神
社
の
別
称
）

ハ
陰
陽
ニ
ツ
ノ
御
神

ニ
テ
」

と
あ
る
。

金
八
山
は
、
「
四
度
目
沼
垂
町
割
王
瀬
山
崩
西
川
会
河
新
潟
川
端
堀
ロ

両
湊
絵
図
」
（寛
文
年
間
）
に
、
蒲
原
地
名
の
北
側
に
見
ら
れ
る
。　
も
う

一
座
が



こ
の
蒲
原
神
社
で
あ

っ
た
可
能
性
も
た
だ
ち
に
は
捨
て
切
れ
な
い
。
従
っ
て
青
海

郷
が
何
処
に
位
置
し
た
の
か
、
問
題
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

（・３
）

『
新
潟
県
史
』
通
史
篇
原
始

・
古
代
　
四

一
三
頁
。

（・４
）

鬼
頭
清
明

『
木
簡
の
社
会
史
』
四
〇
ぞ
四
九
頁

（河
出
書
房
新
社
、　
一
九
八
四

年
）。

（・５
）

注
（１３
）
に
同
じ
。

（・６
）
　

「
公
式
様
文
書
と
文
書
木
宿
」
翁
木
簡
研
究
』
七
号
、　
一
九
八
五
年
）
で
は
、

符
の
様
式
上
の
共
通
性
と
し
て
、
①
差
出
所
と
充
所
が
共
に
初
め
て
の
行
に
記
さ

れ
る
こ
と
、
②
施
行
を
命
ず
る
文
言
を
有
す
る
こ
と
、
③
発
給
者
の
位
署
が
本
文

の
次
、
年
月
日
の
前
に
あ
る
、
ｔ
の
三
点
を
掲
げ
て
い
る
。

（・７
）

ｔ
の
こ
と
は
す
で
に
館
野
和
己

「
文
書
木
簡
の
研
究
課
題
―
―
長
屋
王
家
木
簡

を
中
心
に
―
―
」

翁
月
刊
考
古
学
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』

〓
〓
一九
、
　
一
九
九

一
年

一
一

月
）
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
館
野
氏
は
、
長
屋
王
家
の
文
書
木
簡
が
和
銅
四
年
七

月
か
ら
霊
亀
二
年

一
二
月
に
至
る
年
紀
を
右
し
、
出
土
状
況
か
ち
そ
う
し
た
短
期

間
の
う
ち
に
捨
て
ら
れ
た
も
の
と
分
析
し
て
い
る
。
そ
し
て
充
所
の
な
い
も
の
、

施
行
文
言
の
な
い
も
の
の
あ
る
こ
と
と
共
に
、
早
川
氏
注
（１６
）
の
よ
う
に
位
署
の

位
置
が
異
な
り
全
て
日
付
の
次
に
な
っ
て
い
る
、
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
位
署

と
日
付
の
位
置
の
関
係
が
、
こ
の
木
簡
に
お
い
て
は
長
屋
王
家
木
簡
の
場
合
に
合

致
す
る
ｔ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
我
々
は
、
養
老
公
式
令
に
よ
っ
て
符
式
を
理
解
じ

て
≡
上
が
、
八
世
紀
前
半
の
早
い
時
期
に
つ
い
て
は
知
ら
な
い
。
そ
う
し
た
意
味

か
ら
小
生
は

一
九
九

一
年
度
の
木
簡
学
会
席
上
で
日
頭
報
告
を
行

っ
た
。
小
生
の

こ
う
し
た
疑
間
に
対
し
て
早
川
氏
は
、
滋
賀
県
中
主
町
湯
ノ
部
遺
跡
出
上
の
丙
子

年
（天
武
六
年
ヵ
）
の
紀
年
の
あ
る
木
簡
の

「牒
」
を
例
示
し
、
牒
の
導
入
の
早
い

こ
と
と
、
こ
こ
か
ら
の
展
開
と
い
う
考
え
を
述
べ
た
。
御
示
教
に
感
謝
を
申
し
上

げ
た
い
。

（‐８
）

岩
波
書
店
、　
一
九
九
〇
年
四
月
。

（・９
）

吉
川
真
司

「
奈
良
時
代
の
宣
」
翁
史
林
』
七

一
ノ
四
、　
一
九
八
八
年
七
月
）
は
、

八
世
紀
に
お
け
る
宣
の
実
態
を
追
求
し
、
唐
の
三
判
制
と
対
比
さ
れ
る
日
本
の
判

と
宣
を
明
ら
か
に
し
て
、
主
典
の
読
申
七
判
官
以
上
の
判
＝
宣
の
決
裁
シ
ス
テ
ム

を
指
摘
し
、
ま
た
こ
れ
が
律
令
制
決
裁
シ
ス
テ
ム
以
前
の
方
式
を
継
承
し
た
可
能

性
の
あ
る
お
の
と
し
た
。
氏
の
検
討
は
、
宣
の
文
言
の
有
無
に
関
わ
ら
な
い
、
又

律
令
以
前
か
ら
の
決
裁
シ
ス
テ
ム
を
指
摘
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

（２０
）

「
威
奈
大
村
墓
誌
銘
」
は
、
唐
の
墓
誌
の
文
飾
豊
か
な
銘
文
で
あ
る
こ
と
を
考

慮
す
べ
き
で
あ
る
、　
と
今
泉
隆
雄
氏
は
注
意
を
喚
起
し
て
い
る

（「律
令
と
東
北

城
柵
Ｌ

『
秋
田
地
方
史
の
展
開
』
所
収
、
注
（１９
）
、
同

「銘
文
と
碑
文
」
、
『
日
本

の
古
代
』
１４
所
収
、　
一
九
八
八
年
）
が
、
「
沼
垂
城
」
の

「
城
」
字
は
、

単
な
る

文
飾
と
は
退
け
ら
れ
な
い
こ
と
を
こ
の
銘
文
の
理
解
に
及
ぼ
し
た
と
考
え
る
。

（閉
）

『
発
久
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』

一
九
九

一
年
、
新
潟
県
笹
神
村
教
育
委
員

会
刊
。

（２２
）

調
査
区
域
外
は
現
在
水
田
面
下
に
あ
る
。
そ
の
た
め
急
ぐ
必
要
は
な
い
が
、
将

来
の
た
め
に
は
是
非
と
も
重
要
遺
跡
と
し
て
の
範
囲
確
認
調
査
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
、
笹
神
村
教
育
委
員
会
に
か
か
る
要
望
を
行
っ
て
い
る
。

（２３
）

大
庭
脩

『
木
簡
学
入
門
』

（講
談
社
学
術
文
庫
、　
一
九
八
四
年
）
第
五
章
カ
レ

ン
ダ
ー
に
敦
煙
漢
簡
の
暦
関
係
の
研
究
状
況
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
森
鹿

三
氏
の
お
仕
事
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、　
一
年
各
月
の
朔
の
干
支
と
月
の

大
小
、
二
十
四
気
、
三
伏
を
記
す
永
光
五
年

（紀
元
前
三
九
年
）
を
Ａ
形
式
に
分

類
さ
れ
て
い
る
と
い
う
。
発
久
暦
木
簡
は
、
月
つ
大
小
、
二
十
四
気
、
三
伏
も
な

く
、
さ
ら
に
簡
便
な
も
の
で
あ
る
。

（２４
）

綾
村
宏
氏
談
話
、
『
新
潟
日
報
』

一
九
八
九
年

一
一
月

一
六
日
。

（２５
）

『
日
本
後
紀
』
弘
仁
元
年
九
月
十
八
日
条
。

（２６
）
　

『
大
日
本
古
文
書
』
三
、
五

一
五
頁
。

（２７
）
　

『
大
日
本
古
文
書
』
十
六
、　
一
一
九
頁
。
こ
の
他
に
も
、
天
平
宝
字
七
年
六
月

十
五
日

「東
大
寺
造
石
山
院
所
返
抄
」
翁
大
日
本
古
文
書
』
五
、
四
四
四
頁
）。

（２８
）

注
（２．
）
に
若
千
述
べ
て
お
い
た
が
、
磯
部
に
つ
い
て
は
新
野
直
吉

「
延
喜
式
と



神
祗
」
翁
神
道
大
系
』
月
報

一
〇
四
号
、　
一
九
九

一
年

一
〇
月
）
で
、
三
嶋
郡
御

嶋
石
部
神
社
や
越
中
国
射
水
郡
の
磯
部
神
社
を
掲
げ
て
指
摘
さ
れ
た
。
沼
垂
郡
に

足
羽
郷
が
あ
り
、
越
前
国
足
羽
郡
上
家
郷
に
磯
部
大
浜
の
存
在
が
天
平
神
護
二
年

十
月
の
越
前
国
司
解
で
知
ら
れ
る
。
越
前
国
か
ら
の
徒
民
政
策
に
よ
る
こ
と
が
考

え
ら
れ
る
。

（２９
）
物
部
に
つ
い
て
も
注
目
さ
れ
る
。
拙
稿

「北
陸
道
北
層
地
域
の
物
部
の
展
開
」

Ｇ
環
日
本
海
地
域
比
較
史
研
究
』
第
一
号
、　
一
九
九
二
年
三
月
）

（３０
）
新
潟
市
教
育
委
員
会
、　
一
九
九
一
年
三
月
。

（
３．
）

秋
田
城
か
ら

「
酒
所
」
の
墨
書
土
器
の
出
上
が
知
ら
れ
る
。
翁
秋
田
県
埋
蔵
文

化
財
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
第

一
号
、　
一
九
八
六
年
二
月
）
ま
た

『
続
日
本
紀
』

天
平
宝
字
五
年
三
月
二
四
日
条
に

「
酒
難
」
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
都
の
酒

場
の
様
子
で
あ
る
が
、
元
来
は
酒
倉
で
あ
り
、
更
に
は
酒
の
貯
蔵
所
の
酒
所
が
一

般
的
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
一
商
業
的
形
態
の
オ
リ
シ
ン
を
知
る
上
で
興
味
深

い
問
題
で
あ
る
。

（３２
）
手
擦
れ
が
殆
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
表
面
の
銭
貨
に
は
布
目
が
残
存
し
て
い
る
。
大

型
総
柱
建
物
の
柱
掘
形
が
予
測
さ
れ
る
部
分
か
ら
出
土
し
て
い
る
。

（３３
）

『
木
簡
研
究
』
一
一
号
い　
一
九
頁
所
載
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

（３４
）

平
川
南
氏
は
こ
れ
を
賃
租
の
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
注
（３０
）。

（３５
）

平
川
南
氏
、
本
木
簡
釈
文
解
説
。
未
公
表
。

（３６
）

新
潟
県
豊
浦
町
教
育
委
員
会
刊
。

（３７
）

注
（３６
）
に
同
じ
。

【付
記
〕

本
稿
は
一
九
九
一
年

一
二
月
に
第
一
三
回
木
簡
学
会
研
究
集
会
で
報
告
し
た
控
の
原

稿
を
加
筆
訂
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
に
は
新
潟
県
教
育
委
員
会
の
坂
井
秀
弥
氏

か
ら
各
遺
跡
の
概
況
、
出
土
状
況
な
ど
の
報
告
を
得
た
。
厚
く
感
謝
の
意
を
表
し
て
お

き
た
い
。

ま
た
、
こ
の
間
の
出
土
木
簡
に
つ
い
て
快
く
そ
の
釈
読
を
引
き
受
け
尽
力
を
惜
し
ま

れ
な
か
っ
た
目
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
平
川
南
氏
に
感
謝
す
る
。
さ
ら
に
私
と
共
に
新

潟
県
内
木
簡
の
検
討
を
行
っ
て
き
た
新
潟
大
学
教
育
学
部
の
熊
田
亮
介
氏
は
、
八
謄
林

遺
跡
保
存
連
絡
協
議
会
の
事
務
局
長
と
し
て
活
躍
さ
れ
た
が
、
九
二
年
四
月
か
ら
秋
田

大
学
教
育
学
部
で
ご
活
躍
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
氏
と
共
に
木
簡
の
検
討
を
行
っ
た

成
果
で
あ
る
こ
と
を
銘
記
し
、
謝
意
を
表
わ
し
た
い
。
又
、
八
幡
林
遺
跡
に
つ
い
て
は
、

県
内
の
文
献

。
考
古
の
研
究
者
と
検
討
会
を
行
っ
た
こ
と
も
記
し
て
お
き
た
い
。
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